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　　①乳がん検診結果
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「国民生活基礎調査」より（単位：％）

区分 胃がん 大腸がん 肺がん

愛媛県 32.0 26.3 28.2

全国 33.8 27.9 26.7

愛媛県 36.2 27.3 30.5

全国 36.6 28.1 26.4

愛媛県 41.4 39.2 46.9

全国 45.8 41.4 47.5

愛媛県 43.0 43.0 51.4

全国 46.4 44.5 51.0

愛媛県 51.4（45.8） 46.9 54.2

全国 54.2（48.0） 47.8 53.4

愛媛県 55.4（46.9） 49.6 53.1

全国 53.7（47.5） 49.1 53.2 過去2年間 (過去1年間) 過去2年間 (過去1年間)

愛媛県 26.3 22.2 25.3 (23.2) (23.0)

全国 26.8 23.7 22.9 (24.7) (24.5)

愛媛県 29.9 25.8 27.9 40.3 (31.9) 39.8 (31.0)

全国 28.3 23.9 23.0 39.1 (30.6) 37.7 (28.7)

愛媛県 31.1 32.5 40.1 41.1 (30.8) 41.2 (30.5)

全国 33.8 34.5 37.4 43.4 (34.2) 42.1 (32.7)

愛媛県 32.6 36.2 40.0 40.9 (33.2) 40.7 (31.8)

全国 35.6 38.5 41.7 44.9 (36.8) 42.3 (33.7)

愛媛県 41.8（35.6） 38.0 43.5 43.8 43.3

全国 45.1（37.1） 40.9 45.6 47.4 43.7

愛媛県 41.7（33.6） 40.8 43.7 44.4 42.1

全国 43.5（36.5） 42.8 46.4 47.4 43.6

※対象年齢は40～69歳、胃がんは50～69歳（過去２年間）、子宮頸がんは20～69歳。肺、大腸がんは過去１年
間、子宮頸、乳がんは過去２年間（※（）内は過去１年間）の受診状況。
※胃がんは、R1年から50～69再までの過去２年間の受診率。（H28年までは、40～69歳までの過去１年間の受
診率）
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令和6年度 愛媛県生活習慣病予防協議会集計

R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度
上段 ： 全受診者数

下段 ： 国民健康保険の被保険者である受診者数

20,895 23,813 26,555 27,703 28,794

13,004 17,443 19,057 19,843 20,927

20,288 22,987 25,194 26,350 26,381

12,620 16,755 17,967 18,716 18,933

607 826 1,361 1,353 2,413

384 688 1,090 1,127 1,994

36,989 45,595 50,207 52,517 53,103

22,828 33,298 35,932 38,084 39,019

34,632 43,247 47,662 51,288 51,351

22,915 30,050 35,279 38,261 39,252

29,510 37,263 41,189 44,900 45,679

19,359 26,458 30,665 34,045 34,794

5,122 5,984 6,473 6,388 5,672

3,556 3,592 4,614 4,216 4,458

23,824 24,576 27,952 28,180 28,654

9,821 12,607 14,145 14,136 14,511

27,397 27,028 30,550 31,130 30,814

9,029 10,533 12,540 12,478 12,617

上段 ： 全受診者数／全住民数

下段 ： 国保の受診者数／国保の被保険者数

5.7 5.9 5.5 6.3 6.8

11.5 7.9 11.1 12.2 14.0

6.7 6.9 7.7 8.3 8.5

14.0 13.8 15.5 16.9 18.3

6.2 6.5 7.3 8.1 8.2

13.9 12.4 15.2 17.0 18.4

5.3 5.6 6.3 7.1 7.3

11.8 10.9 13.2 15.1 16.4

14.8 13.8 14.2 15.2 15.8

18.9 14.0 18.9 19.9 21.6

11.9 10.4 11.1 12.0 12.6

14.1 10.2 14.3 14.7 16.6

※1　松山市の妊婦健診の値は含まない。
※2　R1年度までは40歳～69歳を対象としている。（子宮頸がんは20歳～69歳）
●30年度から、検診対象数を住民全体に変更したため、受診率が低下している。
　 29年度までの対象数は「40歳以上の人口-40歳以上の就業者人口+農林水産従事者（いずれも国勢調査数）」
●前立腺がん検診は、Ｈ24年度から全市町で実施
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（視触診等併用を含む） 35,552 28,574 32,918

34,778 35,492

71,582 60,140 66,954 72,099 74,997

前立腺がん検診
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胃がん検診（内） 内視鏡 940 979 1,674 1,769 3,179

胃がん検診（X線）

大腸がん検診
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各検診の受診者数、受診率、精検受診率及びがん発見数 

40歳～74歳（子宮頸がんは20歳～74歳）※2

胃がん検診 エックス線＋内視鏡 38,013 30,214 33,989 36,547 38,671

全年齢

受　　診　　者　　数　　（人）

受　　　診　　　率　（％）

精　検　受　診　率　（％）

が　ん　発　見　数　（人）

36,760 30,043

10.2 8.9

81.0 81.6 81.8 81.4

12 2 11 2

大腸がん検診

大腸がん検診
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※ 30年度から、検診対象者を全住民に変更したため、受診率が低下している。

受診者数（全年齢）

市町におけるがん検診の状況

受診率（全年齢）

精検受診率（全年齢）
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マンモグラフィ（視触診等併用を含む）

初回 0 0 2,388 0 2,298 1,377 921 0 0 0

非初回 0 0 1,480 0 1,431 1,189 242 0 408 0

計 37,965 5,395 3,868 666 3,729 2,566 1,163 758 408 108 18.9 24.4

初回 0 0 1,163 0 1,175 804 371 0 0 0

非初回 0 0 2,078 0 2,020 1,637 383 0 494 0

計 45,474 6,522 3,241 691 3,195 2,441 754 723 494 116 13.1 19.9

初回 0 0 1,064 0 1,194 868 326 0 0 0

非初回 0 0 1,996 0 2,051 1,742 309 0 548 0

計 47,555 7,334 3,060 710 3,245 2,610 635 787 548 129 12.1 18.7

初回 0 0 889 0 939 684 255 0 0 0

非初回 0 0 2,085 0 2,142 1,901 241 0 695 0

計 43,232 8,095 2,974 852 3,081 2,585 496 947 695 218 12.4 19.5

初回 0 0 1,091 0 1,154 896 258 0 0 0

非初回 0 0 2,807 0 2,846 2,560 286 0 980 0

計 43,170 14,249 3,898 1,853 4,000 3,456 544 1,943 980 446 16.0 23.5

初回 0 0 1,255 0 1,269 990 279 0 0 0

非初回 0 0 3,857 0 3,981 3,633 348 0 1,393 0

計 46,981 28,463 5,112 3,672 5,250 4,623 627 3,993 1,393 1,044 19.1 23.3

初回 0 0 1,202 0 1,267 1,060 207 0 0 0

非初回 0 0 4,825 0 4,887 4,586 301 0 1,671 0

計 56,162 43,839 6,027 5,133 6,154 5,646 508 5,360 1,671 1,452 18.7 20.6

初回 0 0 633 0 830 737 93 0 0 0

非初回 0 0 2,960 0 3,533 3,380 153 0 1,256 0

計 50,232 0 3,593 0 4,363 4,117 246 0 1,256 0 13.3

初回 0 0 419 0 432 388 44 0 0 0

非初回 0 0 1,604 0 1,739 1,691 48 0 654 0

計 102,086 0 2,023 0 2,171 2,079 92 0 654 0 3.5

初回 10,104 10,558 7,804 2,754

非初回 23,692 24,630 22,319 2,311 8,099

計 472,857 113,897 33,796 13,577 35,188 30,123 5,065 14,511 8,099 3,513 12.9 21.6

※注１　年度毎及び検診機関毎にそれぞれ別葉とする。
※注２　初回受診者は過去３年間に検診受診歴がない者、非初回受診者は過去３年間に検診受診歴がある者とする。　

(様式第6号の1） 乳がん検診結果集計表
総合

令和5年度

年
齢
区
分

検
診
回
数

検
診
対
象
者
数

前
年
度
の
検
診
受
診
者
数

当
該
年
度
の
検
診
受
診
者
数

２
年
連
続
受
診
者
数

（
再
掲

）
国
民
健
康
保
険
の

被
保
険
者
数

（
再
掲

）
国
民
健
康
保
険
の

被
保
険
者
数

（
再
掲

）
国
民
健
康
保
険
の

被
保
険
者
数

（
再
掲

）
国
民
健
康
保
険
の

被
保
険
者
数

検
診
受
診
率

（
全
住
民

）

検
診
受
診
率

（
国
保
/
国
保
4
0
～

7
4
歳

）

計

集
団
検
診
受
診
者
数

個
別
検
診
受
診
者
数

40～44

45～49

50～54

55～59

60～64

65～69

70～74

75～79

80～

5



マンモグラフィ（視触診等併用を含む）

(様式第6号の1） 乳がん検診結果集計表
総合

令和5年度

宇摩 四国中央市 28,665 6,238 1,075 403 1,192 1,053 139 393 7 2 7.9 12.7

新居浜市 39,721 9,212 2,416 991 2,280 2,206 74 943 0 0 11.8 21.0

西条市 36,784 8,546 3,231 1,024 2,816 2,684 132 916 0 0 16.4 22.7

今治市 55,376 13,263 2,139 851 2,229 1,635 594 934 23 2 7.8 13.4

上島町 2,384 638 175 73 167 166 1 58 0 0 14.3 20.5

松山市 173,588 40,430 9,979 4,278 10,604 6,804 3,800 4,612 94 33 11.8 21.9

伊予市 12,935 3,162 753 341 924 872 52 334 6 0 12.9 21.3

東温市 11,497 2,887 1,038 391 1,148 1,055 93 393 13 7 18.9 26.9

久万高原町 2,961 703 426 152 397 397 0 143 290 104 18.0 27.2

松前町 10,517 2,570 1,282 397 1,355 1,346 9 407 762 239 17.8 22.0

砥部町 7,430 1,827 530 219 494 407 87 205 9 2 13.7 23.1

八幡浜市 12,544 3,500 689 361 820 777 43 413 1 1 12.0 22.1

大洲市 14,689 3,643 1,631 693 1,739 1,739 0 682 1,114 478 15.4 24.6

西予市 13,911 3,549 1,840 443 1,844 1,803 41 850 1,257 603 17.4 19.4

内子町 5,736 1,411 836 327 764 764 0 265 545 204 18.4 27.5

伊方町 3,428 995 749 221 753 753 0 338 588 268 26.7 29.2

宇和島市 27,091 7,273 2,443 1,288 3,148 3,148 0 1,535 1,620 805 14.7 27.7

松野町 1,505 391 347 138 317 317 0 125 259 97 26.9 42.5

鬼北町 3,914 1,078 723 293 699 699 0 279 428 163 25.4 37.9

愛南町 8,181 2,581 1,494 693 1,498 1,498 0 686 1,083 505 23.3 33.9

合 計 472,857 113,897 33,796 13,577 35,188 30,123 5,065 14,511 8,099 3,513 12.9 21.6

検
診
受
診
率

（
国
保
/
国
保
4
0
～

7
4
歳

）

保
健
医
療
圏
域

市
町
名

検
診
対
象
者
数

前
年
度
の
検
診
受
診
者
数

（
再
掲

）
国
民
健
康
保
険
の

被
保
険
者
数

（
再
掲

）
国
民
健
康
保
険
の

被
保
険
者
数

（
再
掲

）
国
民
健
康
保
険
の

被
保
険
者
数

（
再
掲

）
国
民
健
康
保
険
の

被
保
険
者
数

当
該
年
度
の
検
診
受
診
者
数

２
年
連
続
受
診
者
数

今
治

松
山

八
幡
浜
・
大
洲

宇
和
島

検
診
受
診
率

（
全
住
民

）

集
団
検
診
受
診
者
数

個
別
検
診
受
診
者
数

新
居
浜

・
西
条

6



マ
ン

モ
グ

ラ
フ

ィ
（視

触
診

等
併

用
を

含
む

）

①
②

③
④

⑤

 (
③

+④
+⑤

)

初
回

0
2,

38
9

0
0

2,
09

0
10

7
18

1
10

1
19

2
1

19
3

8
.1

17
6

9
1
.2

70
4

3
0

1
10

1
9

8
8
.8

2
.1

0
.1

7
0

0
0

0

非
初

回
0

1,
48

0
0

0
1,

35
9

51
69

1
0

70
0

70
4
.7

66
9
4
.3

23
0

0
0

1
42

3
1

5
.7

0
.0

0
.0

0
0

0
0

0

計
39

,0
45

3,
86

9
0

0
3,

44
9

15
8

25
0

11
1

26
2

1
26

3
6
.8

24
2

9
2
.0

93
4

3
0

2
14

3
12

9
8
.0

1
.5

0
.1

0
0

0
0

0

初
回

0
1,

16
4

0
0

1,
04

0
46

73
4

1
78

0
78

6
.7

75
9
6
.2

26
5

3
2

0
44

2
1

3
.8

6
.4

0
.4

3
0

0
0

0

非
初

回
0

2,
07

7
0

0
1,

93
0

51
90

5
1

96
2

98
4
.7

94
9
5
.9

37
6

5
2

0
51

2
2

4
.1

6
.1

0
.2

9
0

0
0

0

計
46

,9
28

3,
24

1
0

0
2,

97
0

97
16

3
9

2
17

4
2

17
6

5
.4

16
9

9
6
.0

63
11

8
4

0
95

4
3

4
.0

6
.3

0
.3

4
0

0
0

0

初
回

0
1,

06
3

0
0

94
2

33
86

1
1

88
1

89
8
.4

76
8
5
.4

23
3

3
1

1
49

5
8

1
4
.6

3
.4

0
.2

8
0

0
0

0

非
初

回
0

1,
99

7
0

0
1,

86
2

53
78

4
0

82
3

85
4
.3

81
9
5
.3

26
5

5
1

1
49

2
2

4
.7

5
.9

0
.2

5
0

0
0

0

計
47

,0
02

3,
06

0
0

0
2,

80
4

86
16

4
5

1
17

0
4

17
4

5
.7

15
7

9
0
.2

49
8

8
2

2
98

6
11

9
.8

4
.6

0
.2

6
0

0
0

0

初
回

0
88

9
0

0
78

3
48

49
7

2
58

1
59

6
.6

54
9
1
.5

19
5

5
1

3
27

0
5

8
.5

8
.5

0
.5

6
0

0
0

0

非
初

回
0

2,
08

5
0

0
1,

97
8

45
58

4
0

62
2

64
3
.1

62
9
6
.9

32
4

3
0

1
25

2
0

3
.1

6
.3

0
.1

9
0

0
0

0

計
42

,8
56

2,
97

4
0

0
2,

76
1

93
10

7
11

2
12

0
3

12
3

4
.1

11
6

9
4
.3

51
9

8
1

4
52

2
5

5
.7

7
.3

0
.3

0
0

0
0

0

初
回

0
1,

08
9

0
0

98
8

31
61

5
4

70
0

70
6
.4

66
9
4
.3

30
10

7
2

1
25

1
3

5
.7

1
4
.3

0
.9

2
0

0
0

0

非
初

回
0

2,
80

9
0

0
2,

67
9

64
60

5
1

66
3

69
2
.5

66
9
5
.7

29
8

8
0

1
28

1
2

4
.3

1
1
.6

0
.2

8
0

0
0

0

計
43

,8
15

3,
89

8
0

0
3,

66
7

95
12

1
10

5
13

6
3

13
9

3
.6

13
2

9
5
.0

59
18

15
2

2
53

2
5

5
.0

1
2
.9

0
.4

6
0

0
0

0

初
回

0
1,

25
3

0
0

1,
10

7
61

77
4

4
85

0
85

6
.8

81
9
5
.3

27
12

9
3

2
40

3
1

4
.7

1
4
.1

0
.9

6
0

0
0

0

非
初

回
0

3,
85

9
0

0
3,

68
2

87
83

6
1

90
4

94
2
.4

92
9
7
.9

39
13

10
3

0
40

1
1

2
.1

1
3
.8

0
.3

4
0

0
0

0

計
47

,8
34

5,
11

2
0

0
4,

78
9

14
8

16
0

10
5

17
5

4
17

9
3
.5

17
3

9
6
.6

66
25

19
6

2
80

4
2

3
.4

1
4
.0

0
.4

9
0

0
0

0

初
回

0
1,

20
2

0
0

1,
08

9
43

63
4

3
70

0
70

5
.8

65
9
2
.9

22
7

5
1

3
33

0
5

7
.1

1
0
.0

0
.5

8
0

0
0

0

非
初

回
0

4,
82

4
0

0
4,

61
1

11
0

94
6

3
10

3
1

10
4

2
.2

10
3

9
9
.0

44
18

13
2

1
40

0
1

1
.0

1
7
.3

0
.3

7
0

0
0

0

計
59

,6
25

6,
02

6
0

0
5,

70
0

15
3

15
7

10
6

17
3

1
17

4
2
.9

16
8

9
6
.6

66
25

18
3

4
73

0
6

3
.4

1
4
.4

0
.4

1
0

0
0

0

初
回

0
63

2
0

0
58

8
17

21
3

3
27

0
27

4
.3

25
9
2
.6

8
6

5
0

0
11

1
1

7
.4

2
2
.2

0
.9

5
0

0
0

0

非
初

回
0

2,
96

1
0

0
2,

85
4

48
55

4
0

59
1

60
2
.0

59
9
8
.3

31
8

7
1

2
18

0
1

1
.7

1
3
.3

0
.2

7
0

0
0

0

計
47

,1
13

3,
59

3
0

0
3,

44
2

65
76

7
3

86
1

87
2
.4

84
9
6
.6

39
14

12
1

2
29

1
2

3
.4

1
6
.1

0
.3

9
0

0
0

0

初
回

0
42

0
0

0
38

1
15

20
2

2
24

0
24

5
.7

23
9
5
.8

5
6

5
0

0
12

1
0

4
.2

2
5
.0

1
.4

3
0

0
0

0

非
初

回
0

1,
60

3
0

0
1,

55
3

31
17

2
0

19
0

19
1
.2

18
9
4
.7

5
4

4
0

1
8

1
0

5
.3

2
1
.1

0
.2

5
0

0
0

0

計
10

1,
51

2
2,

02
3

0
0

1,
93

4
46

37
4

2
43

0
43

2
.1

41
9
5
.3

10
10

9
0

1
20

2
0

4
.7

2
3
.3

0
.4

9
0

0
0

0

初
回

10
,1

01
0

0
9,

00
8

40
1

63
1

40
21

69
2

3
69

5
6
.9

64
1

9
2
.2

23
0

58
45

10
11

34
2

22
32

7
.8

8
.3

0
.5

7
0

0
0

0

非
初

回
23

,6
95

0
0

22
,5

08
54

0
60

4
37

6
64

7
16

66
3

2
.8

64
1

9
6
.7

26
6

66
55

9
8

30
1

12
10

3
.3

1
0
.0

0
.2

8
0

0
0

0

計
47

5,
73

0
33

,7
96

0
0

31
,5

16
94

1
1,

23
5

77
27

1,
33

9
19

1,
35

8
4
.0

1,
28

2
9
4
.4

49
6

12
4

10
0

19
19

64
3

34
42

5
.6

9
.1

0
.3

7
0

0
0

0

※
注

１
　

年
度

毎
及

び
検

診
機

関
毎

に
そ

れ
ぞ

れ
別

葉
と

す
る

。
※

注
２

　
初

回
受

診
者

は
過

去
３

年
間

に
検

診
受

診
歴

が
な

い
者

、
非

初
回

受
診

者
は

過
去

３
年

間
に

検
診

受
診

歴
が

あ
る

者
と

す
る

。
　

※
注

３
　

要
精

密
検

査
者

は
「カ

テ
ゴ

リ
ー

③
・④

・⑤
」判

定
の

者
と

す
る

。
　

※
注

４
　

未
受

診
は

精
密

検
査

実
施

機
関

を
受

診
し

な
か

っ
た

こ
と

が
判

明
し

て
い

る
者

と
す

る
。

　
※

注
５

　
未

把
握

は
精

密
検

査
の

受
診

の
有

無
が

不
明

な
者

及
び

精
密

検
査

結
果

が
正

確
に

判
明

し
て

い
な

い
者

と
す

る
。

　
※

注
６

　
偶

発
症

の
有

無
別

人
数

は
受

診
者

か
ら

検
診

実
施

機
関

へ
の

報
告

、
精

検
等

実
施

機
関

か
ら

市
町

へ
の

報
告

等
の

事
後

報
告

に
よ

る
も

の
と

す
る

。
　

※
注

７
　

重
篤

な
偶

発
症

と
は

入
院

治
療

を
要

す
る

も
の

と
す

る
。

　

早 期 が ん の う ち

非 浸 潤 が ん

乳 が ん の 疑 い の あ る 者

又 は 未 確 定

乳 が ん 以 外 の 疾 患 で

あ っ た 者 （ 転 移 性 の

乳 が ん を 含 む ）

　 未 受 診

　 未 把 握

精 検 未 受 診 ・ 未 把 握 率

陽 性 反 応 適 中 度

が ん 発 見 率

重 篤 な 偶 発 症 を

確 認

偶
発

症
の

有
無

別
人

数

精
密

検
査

受
診

者
検

診
中

／
検

診
後

精
検

中
／

精
検

後

精
検

受
診

の
有

無
別

人
数

偶 発 症 に よ る

死 亡 あ り

重 篤 な 偶 発 症 を

確 認

偶 発 症 に よ る

死 亡 あ り

乳 が ん の う ち

早 期 が ん

乳 が ん で あ っ た 者

（ 転 移 性 を 含 ま な い ）

異 常 を 認 め ず

カ テ ゴ リ ー ２

カ テ ゴ リ ー ３

カ テ ゴ リ ー ４

カ テ ゴ リ ー ５

 精 検 受 診 者 数

 精 検 受 診 率

乳 房 エ ッ ク ス 線 要 精 検 者 数

40
～

44

45
～

49

乳 房 エ ッ ク ス 線 判 定 ① ② の 者 の

う ち 視 触 診 で の 要 精 検 者 数

　 要 精 検 者 合 計

 要 精 検 率

65
～

69

70
～

74

75
～

79

80
～ 計

50
～

54

55
～

59

60
～

64

(様
式

第
6号

の
2）

総
合

令
和
4年

度

乳
が

ん
検

診
精

密
検

査
結

果
集

計
表

年 齢 区 分

検 診 回 数

検 診 対 象 者 数

当 該 年 度 の 検 診 受 診 者 数

判
定

不
能

マ
ン

モ
グ

ラ
フ

ィ
の

判
定

別
人

数

カ テ ゴ リ ー Ｎ １

カ テ ゴ リ ー Ｎ ２

カ テ ゴ リ ー １
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マ
ン

モ
グ

ラ
フ

ィ
（視

触
診

等
併

用
を

含
む

）

(様
式

第
6号

の
2）

総
合

令
和
4年

度

乳
が

ん
検

診
精

密
検

査
結

果
集

計
表

①
②

③
④

⑤

 (
③

+④
+⑤

)

宇
摩

四
国

中
央

市
28

,9
13

1,
07

5
0

0
1,

02
9

18
25

2
1

28
0

28
2
.6

25
8
9
.3

8
5

2
1

0
12

1
2

1
0
.7

1
7
.9

0
.4

7
0

0
0

0

新
居

浜
市

39
,7

21
2,

41
6

0
0

2,
28

4
38

86
6

2
94

0
94

3
.9

86
9
1
.5

26
9

7
1

0
51

2
6

8
.5

9
.6

0
.3

7
0

0
0

0

西
条

市
36

,7
84

3,
23

1
0

0
3,

04
9

64
11

2
5

1
11

8
0

11
8

3
.7

11
2

9
4
.9

47
9

6
2

1
55

0
6

5
.1

7
.6

0
.2

8
0

0
0

0

今
治

市
56

,3
47

2,
13

9
0

0
1,

99
9

63
67

7
3

77
0

77
3
.6

62
8
0
.5

14
5

4
0

4
39

15
0

1
9
.5

6
.5

0
.2

3
0

0
0

0

上
島

町
2,

43
0

17
5

0
0

17
4

1
0

0
0

0
0

0
0
.0

0
0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
.0

0
.0

0
0

0
0

0

松
山

市
17

3,
63

2
9,

97
9

0
0

8,
77

8
50

6
64

8
33

14
69

5
0

69
5

7
.0

66
3

9
5
.4

26
3

52
47

8
8

34
0

12
20

4
.6

7
.5

0
.5

2
0

0
0

0

伊
予

市
12

,9
37

75
4

0
0

72
5

8
17

3
1

21
0

21
2
.8

20
9
5
.2

2
4

2
0

1
13

1
0

4
.8

1
9
.0

0
.5

3
0

0
0

0

東
温

市
11

,4
60

1,
03

8
0

0
1,

00
9

8
21

0
0

21
0

21
2
.0

20
9
5
.2

6
4

3
0

0
10

1
0

4
.8

1
9
.0

0
.3

9
0

0
0

0

久
万

高
原

町
3,

06
0

42
6

0
0

40
6

12
7

1
0

8
0

8
1
.9

7
8
7
.5

5
0

0
0

0
2

0
1

1
2
.5

0
.0

0
.0

0
0

0
0

0

松
前

町
10

,5
20

1,
28

2
0

0
1,

23
9

18
24

0
1

25
0

25
2
.0

25
1
0
0
.0

6
3

2
1

0
16

0
0

0
.0

1
2
.0

0
.2

3
0

0
0

0

砥
部

町
7,

40
2

53
0

0
0

50
7

8
15

0
0

15
0

15
2
.8

15
1
0
0
.0

4
0

0
0

1
10

0
0

0
.0

0
.0

0
.0

0
0

0
0

0

八
幡

浜
市

12
,8

14
68

9
0

0
65

7
10

22
0

0
22

1
23

3
.3

22
9
5
.7

6
2

2
1

0
14

0
1

4
.3

8
.7

0
.2

9
0

0
0

0

大
洲

市
14

,8
96

1,
63

1
0

0
1,

54
7

38
44

2
0

46
0

46
2
.8

43
9
3
.5

21
6

3
1

0
16

0
3

6
.5

1
3
.0

0
.3

7
0

0
0

0

西
予

市
14

,1
77

1,
84

0
0

0
1,

74
4

53
38

4
1

43
18

61
3
.3

59
9
6
.7

23
4

3
2

2
30

1
1

3
.3

6
.6

0
.2

2
0

0
0

0

内
子

町
5,

83
6

83
6

0
0

79
6

16
22

2
0

24
0

24
2
.9

24
1
0
0
.0

14
0

0
0

1
9

0
0

0
.0

0
.0

0
.0

0
0

0
0

0

伊
方

町
3,

42
8

74
9

0
0

73
5

8
6

0
0

6
0

6
0
.8

6
1
0
0
.0

3
2

2
1

0
1

0
0

0
.0

3
3
.3

0
.2

7
0

0
0

0

宇
和

島
市

27
,4

93
2,

44
3

0
0

2,
36

3
37

38
4

1
43

0
43

1
.8

40
9
3
.0

20
8

7
0

1
11

1
2

7
.0

1
8
.6

0
.3

3
0

0
0

0

松
野

町
1,

53
6

34
6

0
0

33
5

6
4

0
1

5
0

5
1
.4

5
1
0
0
.0

1
1

1
0

0
3

0
0

0
.0

2
0
.0

0
.2

9
0

0
0

0

鬼
北

町
3,

97
5

72
3

0
0

69
2

12
17

2
0

19
0

19
2
.6

19
1
0
0
.0

16
2

1
1

0
1

0
0

0
.0

1
0
.5

0
.2

8
0

0
0

0

愛
南

町
8,

36
9

1,
49

4
0

0
1,

44
8

17
22

6
1

29
0

29
1
.9

29
1
0
0
.0

11
8

8
0

0
10

0
0

0
.0

2
7
.6

0
.5

4
0

0
0

0

合
計

47
5,

73
0

33
,7

96
0

0
31

,5
16

94
1

1,
23

5
77

27
1,

33
9

19
1,

35
8

4
.0

1,
28

2
9
4
.4

49
6

12
4

10
0

19
19

64
3

34
42

5
.6

9
.1

0
.3

7
0

0
0

0

が ん 発 見 率

偶
発

症
の

有
無

別
人

数

　 未 把 握

検
診

中
／

検
診

後
精

検
中

／
精

検
後

重 篤 な 偶 発 症 を

確 認

重 篤 な 偶 発 症 を

確 認

乳 が ん の う ち

早 期 が ん

偶 発 症 に よ る

死 亡 あ り

偶 発 症 に よ る

死 亡 あ り

早 期 が ん の う ち

非 浸 潤 が ん

　 未 受 診

乳 が ん の 疑 い の あ る 者

又 は 未 確 定

乳 が ん 以 外 の 疾 患 で

あ っ た 者 （ 転 移 性 の

乳 が ん を 含 む ）

精
検

受
診

の
有

無
別

人
数

精 検 未 受 診 ・ 未 把 握 率

陽 性 反 応 適 中 度

精
密

検
査

受
診

者

異 常 を 認 め ず

乳 が ん で あ っ た 者

（ 転 移 性 を 含 ま な い ）

 精 検 受 診 者 数

 精 検 受 診 率

マ
ン

モ
グ

ラ
フ

ィ
の

判
定

別
人

数

乳 房 エ ッ ク ス 線 要 精 検 者 数

判
定

不
能

カ テ ゴ リ ー ４

カ テ ゴ リ ー ５

乳 房 エ ッ ク ス 線 判 定 ① ② の 者 の

う ち 視 触 診 で の 要 精 検 者 数

　 要 精 検 者 合 計

 要 精 検 率

今 治 松 山 八 幡 浜 ・ 大 洲 宇 和 島保 健 医 療 圏 域

市 町 名

検 診 対 象 者 数

当 該 年 度 の 検 診 受 診 者 数

カ テ ゴ リ ー Ｎ １

カ テ ゴ リ ー Ｎ ２

カ テ ゴ リ ー １

カ テ ゴ リ ー ２

カ テ ゴ リ ー ３

新 居 浜

・ 西 条
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令
和
５
年
度
　
新
た
な
ス
テ
ー
ジ
に
入
っ
た
が
ん
検
診
の
総
合
支
援
事
業
「
が
ん
検
診
無
料
ク
ー
ポ
ン
券
」
利
用
実
績
（
子
宮
頸
が
ん
検
診
・
乳
が
ん
検
診
）

R2
年
度

R元
・
H3
1年

度
H3
0年

度
H2
9年

度
R
2
年
度

R元
・
H3
1年

度
H
3
0
年
度

H
2
9
年
度

松
山

市
2
,
3
5
3

2
3
4

9
.
9

2
,
4
0
4

2
3
7

9
.
9

2
,
4
2
5

3
1
1
1
2
.
8

1
4
.
3

1
0
.
4

1
2
.
6

1
1
.
9

3
,
2
3
9

7
4
9

2
3
.
1

3
,
2
0
7

7
9
8

2
4
.
9

3
,
1
9
0

7
8
0

2
4
.
5

2
6
.
4

2
6
.
3

2
7
.
3

2
9
.
6

今
治

市
6
5
6

3
7

5
.
6

6
5
0

5
4

8
.
3

－
－

－
1
3
.
4

－
1
6
.
0

1
0
.
2

7
8
2

2
2
8

2
9
.
2

－
－

－
－

－
－

3
6
.
7

－
3
4
.
6

3
1
.
8

宇
和

島
市

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

7
.
9

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

2
9
.
9

八
幡

浜
市

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

新
居

浜
市

－
－

－
－

－
3
.
3

－
－

1
0
.
4

5
.
7

6
.
7

6
.
8

8
.
1

－
－

－
－

－
2
7
.
5

－
－

2
7
.
4

2
5
.
2

2
4
.
7

2
0
.
1

2
4
.
1

西
条

市
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

大
洲

市
1
3
3

9
6
.
8

1
6
3

8
4
.
9

1
7
4

9
5
.
2

6
.
3

8
.
1

8
.
1

1
0
.
5

1
9
7

5
3

2
6
.
9

2
3
4

6
0

2
5
.
6

2
0
8

6
2

2
9
.
8

2
8
.
6

3
3
.
1

2
6
.
8

3
6
.
0

伊
予

市
1
4
8

1
7

1
1
.
5

1
6
2

1
7
1
0
.
5

1
8
2

2
3
1
2
.
6

1
2
.
0

6
.
7

8
.
2

6
.
3

1
9
3

5
4

2
8
.
0

2
1
5

6
3

2
9
.
3

2
0
6

5
5

2
6
.
7

2
6
.
3

3
1
.
9

2
2
.
9

3
3
.
0

四
国
中
央
市

3
3
3

4
5

1
3
.
5

3
3
2

3
2

9
.
6

3
7
6

3
9
1
0
.
4

8
.
8

8
.
9

6
.
0

1
3
.
7

4
1
7

1
4
4

3
4
.
5

4
1
7

1
1
6

2
7
.
8

4
3
9

1
3
0

2
9
.
6

3
1
.
4

3
5
.
7

3
4
.
1

1
8
.
8

西
予

市
－

－
2
.
2

－
－

3
.
3

－
－

1
0
.
0

－
0
.
8

0
.
8

4
.
4

－
－

3
5
.
6

－
－

2
2
.
6

－
－

3
0
.
0

－
3
0
.
7

3
0
.
7

3
5
.
1

東
温

市
1
6
9

1
9

1
1
.
2

1
6
1

6
3
.
7

1
5
4

1
7
1
1
.
0

6
.
7

8
.
8

8
.
9

1
0
.
2

2
0
2

6
8

3
3
.
7

1
8
0

6
3

3
5
.
0

2
0
6

6
0

2
9
.
1

2
8
.
6
3
1
.
2

3
5
.
8

3
3
.
2

上
島

町
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

久
万
高
原
町

－
－

－
－

－
0
.
0

－
－

0
.
0

0
.
0

4
.
8

2
0
.
0

－
－

－
－

－
－

9
.
0

－
－

6
.
0

1
4
.
3

2
0
.
0

2
5
.
7

－

松
前

町
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
2
.
7

1
0
.
7

9
.
0

－
－

－
－

－
－

－
－

－
3
7
.
2

3
9
.
5

3
7
.
3

3
4
.
9

砥
部

町
9
2

3
3
.
3

－
－

－
－

－
－

0
.
0

1
6
.
8

9
.
5

7
.
3

1
2
6

4
1

3
2
.
5

－
－

－
1
2
3

4
1

3
3
.
3

2
5
.
2

2
6
.
2

3
5
.
2

3
7
.
2

内
子

町
－

－
－

－
－

－
－

－
0
.
0

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

2
3
.
8

－
－

－
－

伊
方

町
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

松
野

町
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
0
.
0

0
.
0

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
0
.
0

0
.
0

－

鬼
北

町
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

愛
南

町
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

【
参
考
】

●
平
成
29
年
度
か
ら
の
無
料
ク
ー
ポ
ン
券
の
対
象
者

R4
、
5年

度
は
「
新
た
な
ス
テ
ー
ジ
に
入
っ
た
が
ん
検
診
事
業
」
補
助
金
を
活
用
し
て
ク
ー
ポ
ン
事
業
を
行
っ
て
い
る
市
町

　
①
子
宮
頸
が
ん
検
診
　
20
歳
の
者

※
市
町
独
自
で
ク
ー
ポ
ン
事
業
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
報
告
の
あ
っ
た
と
こ
ろ
は
参
考
に
利
用
率
を
掲
載

　
②
乳
が
ん
検
診
　
　
　
40
歳
の
者

乳
が
ん
検
診

ク
ー
ポ
ン
券

対
象
者
数

（
人
）

R
３
年
度

〔
参
考
〕
過
去
の
ク
ー
ポ
ン
利
用
率

ク
ー
ポ
ン
券

対
象
者
数

（
人
）

ク
ー
ポ
ン
券

受
診
者
数

（
人
）

ク
ー
ポ
ン

利
用
率

（
％
）

R
４
年
度

R
５
年
度

ク
ー
ポ
ン
券

受
診
者
数

（
人
）

ク
ー
ポ
ン

利
用
率

（
％
）

ク
ー
ポ
ン
券

対
象
者
数

（
人
）

ク
ー
ポ
ン
券

受
診
者
数

（
人
）

ク
ー
ポ
ン

利
用
率

（
％
）

ク
ー
ポ
ン
券

対
象
者
数

（
人
）

ク
ー
ポ
ン
券

受
診
者
数

（
人
）

ク
ー
ポ
ン

利
用
率

（
％
）

市
町
名

R
４
年
度

子
宮
頸
が
ん
検
診

R
５
年
度

R
３
年
度

〔
参
考
〕
過
去
の
ク
ー
ポ
ン
利
用
率

ク
ー
ポ
ン

利
用
率

（
％
）

ク
ー
ポ
ン
券

対
象
者
数

（
人
）

ク
ー
ポ
ン
券

受
診
者
数

（
人
）

ク
ー
ポ
ン

利
用
率

（
％
）

ク
ー
ポ
ン
券

対
象
者
数

（
人
）

ク
ー
ポ
ン
券

受
診
者
数

（
人
）
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資
料

5
-
1
：

　
乳

が
ん

検
診

（
集

団
検

診
）

　
市

区
町

村
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

実
施

率
◆

愛
媛

県
  
■

全
  
国

●
 

そ
の

他
の

県

①
 全

項
目

実
施

率
(%

)推
移

②
 調

査
1
（

令
和

5
年

度
の

検
診

実
施

体
制

）
　

項
目

別
実

施
率

(%
)

1
-
1

1
-
2

1
-
3

2
-
1

2
-
2

3
-
1

3
-
2

3
-
2
-
1

4
-
1

4
-
2

4
-
3

4
-
4

4
-
5

4
-
6

5
-
1

5
-
2

5
-
3

5
-
4

5
-
5

6
-
1

6
-
1
-
1

6
-
1
-
2

6
-
2

6
-
2
-
1

6
-
2
-
2

6
-
2
-
3

全
　

国
8
1
.5

8
2
.0

8
2
.4

8
3
.7

全
　

国
9
7
.4

5
5
.8

9
7
.6

9
6
.6

9
6
.8

8
3
.0

7
3
.9

6
1
.1

9
7
.7

9
2
.8

8
7
.0

9
0
.6

8
9
.9

9
0
.1

1
0
0

9
8
.2

9
6
.5

9
5
.9

9
4
.6

8
9
.0

8
0
.4

6
0
.6

3
9
.9

3
5
.5

3
2
.9

2
9
.6

愛
媛

県
9
1
.2

8
9
.1

9
0
.6

9
0
.1

愛
媛

県
1
0
0

3
3
.3

1
0
0

1
0
0

1
0
0

6
6
.7

8
3
.3

8
3
.3

1
0
0

9
4
.4

1
0
0

8
8
.9

8
3
.3

8
3
.3

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

9
4
.4

9
4
.4

7
2
.2

5
5
.6

5
5
.6

5
5
.6

5
5
.6

集
計

対
象

市
区

町
村

：
（

）
内

記
載

問
5
 地

域
保

健
・

健
康

増
進

事
業

報
告

問
6
 検

診
機

関
（

医
療

機
関

）
の

質
の

担
保

調
査

年
度

令
和

2
年

令
和

3
年

令
和

4
年

令
和

5
年

質
問

番
号

集
計

対
象

市
区

町
村

数
（

調
査

1
）

：
1
8

問
1
 検

診
対

象
者

の
精

度
管

理
問

2
 受

診
者

の
精

度
管

理
問

3
 受

診
者

へ
の

説
明

、
及

び
要

精
検

者
へ

の
説

明
問

4
 精

密
検

査
結

果
の

把
握

、
精

密
検

査
未

受
診

者
の

特
定

と
受

診
勧

奨

0
 %

1
0
 %

2
0
 %

3
0
 %

4
0
 %

5
0
 %

6
0
 %

7
0
 %

8
0
 %

9
0
 %

1
0
0
 %

R
0
2

（
2
0
）

R
0
3

（
2
0
）

R
0
4

（
2
0
）

R
0
5

（
1
8
）

0
 %

1
0
 %

2
0
 %

3
0
 %

4
0
 %

5
0
 %

6
0
 %

7
0
 %

8
0
 %

9
0
 %

1
0
0
 %

問1-1

問1-2

問1-3

問2-1

問2-2

問3-1

問3-2

問3-2-1

問4-1

問4-2

問4-3

問4-4

問4-5

問4-6

問5-1

問5-2

問5-3

問5-4

問5-5

問6-1

問6-1-1

問6-1-2

問6-2

問6-2-1

問6-2-2

問6-2-3

良

調
査
1
質

問
内
容

*
 大

項
目

（
問

6
-
1
、

問
6
-
2
）

が
×

の
場

合
、

こ
の

項
目

は
×

で
す

。

【
問

4
】

精
密

検
査

結
果

の
把

握
、

精
密

検
査

未
受

診
者

の
特

定
と

受
診

勧
奨

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

問
4
-
1

精
密

検
査

方
法

及
び

、
精

密
検

査
（

治
療

）
結

果
を

把
握

し
ま

し
た

か

問
4
-
2

精
密

検
査

方
法

及
び

、
精

密
検

査
（

治
療

）
結

果
が

不
明

の
者

に
つ

い
て

は
、

本
人

も
し

く
は

精
密

検
査

機
関

へ
の

照
会

等
に

よ
り

、
結

果
を

確
認

し
ま

し
た

か

問
4
-
3

個
人

毎
の

精
密

検
査

方
法

及
び

、
精

密
検

査
（

治
療

）
結

果
を

、
市

区
町

村
、

検
診

機
関

（
医

療
機

関
）

、
精

密
検

査
機

関
が

共
有

し
ま

し
た

か
問

4
-
4

過
去

5
年

間
の

精
密

検
査

方
法

及
び

、
精

密
検

査
（

治
療

）
結

果
を

記
録

し
て

い
ま

す
か

問
4
-
5

精
密

検
査

未
受

診
と

精
密

検
査

結
果

未
把

握
を

定
義

に
従

っ
て

区
別

し
、

精
密

検
査

未
受

診
者

を
特

定
し

ま
し

た
か

問
4
-
6

精
密

検
査

未
受

診
者

に
精

密
検

査
の

受
診

勧
奨

を
行

い
ま

し
た

か

問
1
-
1

対
象

者
全

員
の

氏
名

を
記

載
し

た
名

簿
を

、
住

民
台

帳
な

ど
に

基
づ

い
て

作
成

し
ま

し
た

か
問

1
-
2

対
象

者
全

員
に

、
個

別
に

受
診

勧
奨

を
行

い
ま

し
た

か
問

1
-
3

対
象

者
数

（
推

計
で

も
可

）
を

把
握

し
ま

し
た

か

【
問

1
】

検
診

対
象

者
の

情
報

管
理

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

問
2
-
1

個
人

別
の

受
診

（
記

録
）

台
帳

ま
た

は
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
を

作
成

し
ま

し
た

か

問
2
-
2

過
去

5
年

間
の

受
診

歴
を

記
録

し
て

い
ま

す
か

【
問

2
】

受
診

者
の

情
報

管
理

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

問
3
-
1

受
診

勧
奨

時
に

、
「

検
診

機
関

用
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

1
.受

診
者

へ
の

説
明

」
が

全
項

目

記
載

さ
れ

た
資

料
を

、
全

員
に

個
別

配
布

し
ま

し
た

か
問

3
-
2

要
精

検
者

全
員

に
対

し
、

受
診

可
能

な
精

密
検

査
機

関
名

（
医

療
機

関
名

）
の

一
覧

を
提

示
し

ま
し

た
か

【
問

3
】

受
診

者
へ

の
説

明
、

及
び

要
精

検
者

へ
の

説
明

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

【
問

5
】

地
域

保
健

・
健

康
増

進
事

業
報

告
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

問
5
-
1

が
ん

検
診

結
果

や
精

密
検

査
結

果
の

最
終

報
告

（
令

和
4
年

度
地

域
保

健
・

健
康

増
進

事

業
報

告
）

を
行

い
ま

し
た

か

問
5
-
3

が
ん

検
診

の
結

果
に

つ
い

て
、

委
託

先
か

ら
の

報
告

内
容

が
地

域
保

健
・

健
康

増
進

事
業

報
告

を
網

羅
で

き
て

い
な

い
場

合
、

改
善

を
求

め
ま

し
た

か

問
5
-
2

が
ん

検
診

の
結

果
に

つ
い

て
、

地
域

保
健

・
健

康
増

進
事

業
報

告
の

全
項

目
を

計
上

で
き

る
よ

う
、

委
託

先
（

検
診

機
関

（
医

療
機

関
）

、
医

師
会

な
ど

）
に

報
告

を
求

め
ま

し
た

問
5
-
4

精
密

検
査

結
果

に
つ

い
て

、
地

域
保

健
・

健
康

増
進

事
業

報
告

の
全

項
目

を
計

上
で

き
る

よ
う

、
委

託
先

（
検

診
機

関
（

医
療

機
関

）
、

精
密

検
査

機
関

、
医

師
会

な
ど

）
に

報
告

を
求

め
ま

し
た

か
問

5
-
5

精
密

検
査

結
果

に
つ

い
て

、
委

託
先

か
ら

の
報

告
内

容
が

地
域

保
健

・
健

康
増

進
事

業
報

告
を

網
羅

で
き

て
い

な
い

場
合

、
改

善
を

求
め

ま
し

た
か

【
問

6
】

検
診

機
関

（
医

療
機

関
）

の
質

の
担

保
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

問
6
-
1

委
託

先
検

診
機

関
（

医
療

機
関

）
を

、
仕

様
書

の
内

容
に

基
づ

い
て

選
定

し
ま

し
た

か

問
6
-
1
-
1
*

仕
様

書
（

も
し

く
は

実
施

要
綱

）
の

内
容

は
、

「
仕

様
書

に
明

記
す

べ
き

必
要

最
低

限
の

精
度

管
理

項
目

」
を

満
た

し
て

い
ま

し
た

か
問

6
-
1
-
2
*

検
診

終
了

後
に

、
委

託
先

検
診

機
関

（
医

療
機

関
）

で
仕

様
書

（
も

し
く

は
実

施
要

綱
）

の
内

容
が

遵
守

さ
れ

た
こ

と
を

確
認

し
ま

し
た

か
問

6
-
2

検
診

機
関

（
医

療
機

関
）

に
精

度
管

理
評

価
を

個
別

に
フ

ィ
ー

ド
バ

ッ
ク

し
ま

し
た

か

問
6
-
2
-
1
*

「
検

診
機

関
用

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
」

の
遵

守
状

況
を

フ
ィ

ー
ド

バ
ッ

ク
し

ま
し

た
か

問
6
-
2
-
2
*

検
診

機
関

（
医

療
機

関
）

毎
の

プ
ロ

セ
ス

指
標

値
を

集
計

し
て

フ
ィ

ー
ド

バ
ッ

ク
し

ま

し
た

か

問
6
-
2
-
3
*

上
記

の
結

果
を

ふ
ま

え
、

課
題

の
あ

る
検

診
機

関
（

医
療

機
関

）
に

改
善

策
を

フ
ィ

ー
ド

バ
ッ

ク
し

ま
し

た
か

問
3
-
2
-
1

上
記

【
問

3
-
2
】

の
一

覧
に

掲
載

し
た

す
べ

て
の

精
密

検
査

機
関

に
は

、
あ

ら
か

じ

め
精

密
検

査
結

果
の

報
告

を
依

頼
し

ま
し

た
か

2
3
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資
料

5
-
1
：

　
乳

が
ん

検
診

（
集

団
検

診
）

　
市

区
町

村
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

実
施

率
◆

愛
媛

県
　

　
■

 全
  
国

 　
　

●
 そ

の
他

の
県

③
 調

査
2
（

令
和

3
年

度
プ

ロ
セ

ス
指

標
の

集
計

）
　

項
目

別
実

施
率

(%
)

問
1
4
 非

浸
潤

が
ん

の
集

計

7
-
1

7
-
1
-
1

7
-
1
-
2

7
-
1
-
3

9
-
1

9
-
1
-
1

9
-
1
-
2

9
-
1
-
3

1
0
-
1

1
0
-
1
-
1

1
0
-
1
-
2

1
0
-
1
-
3

1
0
-
1
-
4

1
1
-
1

1
1
-
1
-
1

1
1
-
1
-
2

1
1
-
1
-
3

1
2
-
1

1
2
-
1
-
1

1
2
-
1
-
2

1
2
-
1
-
3

1
3
-
1

1
3
-
1
-
1

1
3
-
1
-
2

1
3
-
1
-
3

1
4
-
1

全
　

国
9
8
.5

9
4
.0

9
6
.5

9
0
.4

9
6
.9

9
2
.8

9
3
.0

8
7
.2

9
6
.5

9
2
.0

9
1
.6

8
6
.2

9
1
.8

9
2
.6

8
8
.1

8
7
.8

8
2
.4

8
3
.1

7
9
.6

7
9
.5

7
5
.0

8
5
.4

8
4
.0

8
1
.5

7
8
.9

8
4
.2

愛
媛

県
1
0
0

1
0
0

1
0
0

8
3
.3

1
0
0

1
0
0

1
0
0

8
3
.3

1
0
0

1
0
0

1
0
0

8
3
.3

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

7
7
.8

1
0
0

1
0
0

1
0
0

7
7
.8

1
0
0

1
0
0

1
0
0

7
7
.8

1
0
0

①
 チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

実
施

率
（

全
項

目
）

②
 チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

実
施

率
（

項
目

別
）

　
調

査
1

③
 チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

実
施

率
（

項
目

別
）

　
調

査
2

※
2

乳
が

ん
検

診
で

は
5
5
項

目
。

詳
細

は
説

明
資

料
1
「

（
3
）

 チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
実

施
率

の
集

計
対

象
項

目
」

参
照

。

※
3

質
問

1
：

 令
和

5
年

度
に

各
が

ん
検

診
（

指
針

に
記

載
の

検
査

方
法

）
を

実
施

し
ま

し
た

か

質
問

3
：

 令
和

3
年

度
に

各
が

ん
検

診
を

実
施

し
ま

し
た

か

算
出

方
法

「
○

」
※

1
の

合
計

数
／

集
計

対
象

市
区

町
村

数
 ×

 1
0
0
　

（
%
）

集
計

対
象

市
区

町
村

 質
問

1
、

質
問

3
※

3
の

両
方

に
「

実
施

」
と

回
答

し
た

市
区

町
村

問
1
3
 早

期
が

ん
割

合
の

集
計

集
計

対
象

市
区

町
村

数
（

調
査

2
）

：
1
8

算
出

方
法

「
○

」
※

1
の

合
計

数
／

集
計

対
象

市
区

町
村

数
×

項
目

数
※

2
 ×

 1
0
0
　

（
%
）

問
1
1
 が

ん
発

見
率

の
集

計
問

1
2
 陽

性
反

応
適

中
度

の
集

計
質

問
番

号

問
7
 受

診
率

（
受

診
者

数
）

の
集

計
問

9
 要

精
検

率
の

集
計

問
1
0
 精

検
受

診
率

、
精

検
未

受
診

率
の

集
計

集
計

対
象

市
区

町
村

 質
問

1
※

3
に

「
実

施
」

と
回

答
し

た
市

区
町

村

集
計

対
象

市
区

町
村

 質
問

3
※

3
に

「
実

施
」

と
回

答
し

た
市

区
町

村

算
出

方
法

「
○

」
※

1
の

合
計

数
／

集
計

対
象

市
区

町
村

数
 ×

 1
0
0
　

（
%
）

※
1

回
答

は
「

○
（

実
施

し
た

）
」

「
×

（
実

施
し

て
い

な
い

）
」

「
△

（
実

施
予

定
は

あ
る

が
回

答
時

点
で

ま
だ

実
施

し
て

い
な

い
）

」
か

ら
選

択
。

当
調

査
結

果
の

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
実

施
率

に
は

「
○

」
の

み
集

計
し

「
△

」
は

含
み

ま
せ

ん
。

0
 %

1
0
 %

2
0
 %

3
0
 %

4
0
 %

5
0
 %

6
0
 %

7
0
 %

8
0
 %

9
0
 %

1
0
0
 %

問7-1

問7-1-1

問7-1-2

問7-1-3

問9-1

問9-1-1

問9-1-2

問9-1-3

問10-1

問10-1-1

問10-1-2

問10-1-3

問10-1-4

問11-1

問11-1-1

問11-1-2

問11-1-3

問12-1

問12-1-1

問12-1-2

問12-1-3

問13-1

問13-1-1

問13-1-2

問13-1-3

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
実
施
率
の
算
出
方

法

良

問14-1

調
査
2
質
問
内
容

*
 大

項
目

（
問

7
-
1
、

問
9
-
1
、

問
1
0
-
1
、

問
1
1
-
1
、

問
1
2
-
1
、

問
1
3
-
1
）

が
×

の
場

合
、

こ
の

項
目

は
×

で
す

。

問
7
-
1

受
診

率
を

集
計

し
ま

し
た

か

問
7
-
1
-
1
*

受
診

率
を

年
齢

5
歳

階
級

別
に

集
計

し
ま

し
た

か

問
7
-
1
-
2
*

受
診

者
数

を
検

診
機

関
別

に
集

計
し

ま
し

た
か

問
7
-
1
-
3
*

受
診

者
数

を
検

診
受

診
歴

別
に

集
計

し
ま

し
た

か

【
問

7
】

受
診

率
（

受
診

者
数

）
の

集
計

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・

問
9
-
1

要
精

検
率

を
集

計
し

ま
し

た
か

問
9
-
1
-
1
*

要
精

検
率

を
年

齢
5
歳

階
級

別
に

集
計

し
ま

し
た

か

問
9
-
1
-
2
*

要
精

検
率

を
検

診
機

関
別

に
集

計
し

ま
し

た
か

問
9
-
1
-
3
*

要
精

検
率

を
検

診
受

診
歴

別
に

集
計

し
ま

し
た

か

【
問

9
】

要
精

検
率

の
集

計
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

問
1
0
-
1

精
検

受
診

率
を

集
計

し
ま

し
た

か
問

1
0
-
1
-
1
*

精
検

受
診

率
を

年
齢

5
歳

階
級

別
に

集
計

し
ま

し
た

か

問
1
0
-
1
-
2
*

精
検

受
診

率
を

検
診

機
関

別
に

集
計

し
ま

し
た

か

問
1
0
-
1
-
3
*

精
検

受
診

率
を

検
診

受
診

歴
別

に
集

計
し

ま
し

た
か

【
問

1
0
】

精
検

受
診

率
・

未
受

診
率

の
集

計
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

問
1
0
-
1
-
4
*

精
検

未
受

診
率

を
集

計
し

ま
し

た
か

問
1
4
-
1

非
浸

潤
が

ん
を

集
計

し
ま

し
た

か

【
問

1
4
】

非
浸

潤
が

ん
の

集
計

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・

問
1
1
-
1

が
ん

発
見

率
を

集
計

し
ま

し
た

か

問
1
1
-
1
-
1
*

が
ん

発
見

率
を

年
齢

5
歳

階
級

別
に

集
計

し
ま

し
た

か

問
1
1
-
1
-
2
*

が
ん

発
見

率
を

検
診

機
関

別
に

集
計

し
ま

し
た

か

問
1
1
-
1
-
3
*

が
ん

発
見

率
を

検
診

受
診

歴
別

に
集

計
し

ま
し

た
か

【
問

1
1
】

が
ん

発
見

率
の

集
計

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

問
1
2
-
1

陽
性

反
応

適
中

度
を

集
計

し
ま

し
た

か

問
1
2
-
1
-
1
*

陽
性

反
応

適
中

度
を

年
齢

5
歳

階
級

別
に

集
計

し
ま

し
た

か

問
1
2
-
1
-
2
*

陽
性

反
応

適
中

度
を

検
診

機
関

別
に

集
計

し
ま

し
た

か

問
1
2
-
1
-
3
*

陽
性

反
応

適
中

度
を

検
診

受
診

歴
別

に
集

計
し

ま
し

た
か

【
問

1
2
】

陽
性

反
応

適
中

度
の

集
計

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・

問
1
3
-
1

早
期

が
ん

割
合

を
集

計
し

ま
し

た
か

問
1
3
-
1
-
1
*

早
期

が
ん

割
合

を
年

齢
5
歳

階
級

別
に

集
計

し
ま

し
た

か

問
1
3
-
1
-
2
*

早
期

が
ん

割
合

を
検

診
機

関
別

に
集

計
し

ま
し

た
か

問
1
3
-
1
-
3
*

早
期

が
ん

割
合

を
検

診
受

診
歴

別
に

集
計

し
ま

し
た

か

【
問

1
3
】

早
期

が
ん

割
合

の
集

計
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・

2
4
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資
料

5
-
2
：

　
乳

が
ん

検
診

（
個

別
検

診
）

　
市

区
町

村
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

実
施

率
◆

愛
媛

県
  
■

全
  
国

●
 

そ
の

他
の

県

①
 全

項
目

実
施

率
(%

)推
移

②
 調

査
1
（

令
和

5
年

度
の

検
診

実
施

体
制

）
　

項
目

別
実

施
率

(%
)

1
-
1

1
-
2

1
-
3

2
-
1

2
-
2

3
-
1

3
-
2

3
-
2
-
1

4
-
1

4
-
2

4
-
3

4
-
4

4
-
5

4
-
6

5
-
1

5
-
2

5
-
3

5
-
4

5
-
5

6
-
1

6
-
1
-
1

6
-
1
-
2

6
-
2

6
-
2
-
1

6
-
2
-
2

6
-
2
-
3

全
　

国
7
3
.4

7
4
.4

7
5
.3

7
7
.0

全
　

国
9
7
.1

5
4
.3

9
7
.3

9
6
.3

9
4
.7

7
1
.1

5
8
.2

5
0
.2

9
3
.1

8
8
.2

7
2
.8

8
6
.6

8
6
.0

8
0
.9

9
9
.5

9
5
.4

9
3
.9

9
0
.9

8
9
.7

7
9
.5

6
5
.5

4
2
.8

2
6
.8

2
0
.3

2
1
.0

1
6
.5

愛
媛

県
8
6
.1

8
0
.0

7
5
.9

8
6
.5

愛
媛

県
1
0
0

3
6
.4

1
0
0

1
0
0

9
0
.9

7
2
.7

7
2
.7

7
2
.7

1
0
0

1
0
0

9
0
.9

8
1
.8

9
0
.9

9
0
.9

1
0
0

1
0
0

1
0
0

9
0
.9

9
0
.9

9
0
.9

9
0
.9

4
5
.5

3
6
.4

2
7
.3

2
7
.3

2
7
.3

集
計

対
象

市
区

町
村

：
（

）
内

記
載

問
5
 地

域
保

健
・

健
康

増
進

事
業

報
告

問
6
 検

診
機

関
（

医
療

機
関

）
の

質
の

担
保

調
査

年
度

令
和

2
年

令
和

3
年

令
和

4
年

令
和

5
年

質
問

番
号

集
計

対
象

市
区

町
村

数
（

調
査

1
）

：
1
1

問
1
 検

診
対

象
者

の
精

度
管

理
問

2
 受

診
者

の
精

度
管

理
問

3
 受

診
者

へ
の

説
明

、
及

び
要

精
検

者
へ

の
説

明
問

4
 精

密
検

査
結

果
の

把
握

、
精

密
検

査
未

受
診

者
の

特
定

と
受

診
勧

奨

0
 %

1
0
 %

2
0
 %

3
0
 %

4
0
 %

5
0
 %

6
0
 %

7
0
 %

8
0
 %

9
0
 %

1
0
0
 %

R
0
2

（
1
1
）

R
0
3

（
1
1
）

R
0
4

（
1
2
）

R
0
5

（
1
1
）

0
 %

1
0
 %

2
0
 %

3
0
 %

4
0
 %

5
0
 %

6
0
 %

7
0
 %

8
0
 %

9
0
 %

1
0
0
 %

問1-1

問1-2

問1-3

問2-1

問2-2

問3-1

問3-2

問3-2-1

問4-1

問4-2

問4-3

問4-4

問4-5

問4-6

問5-1

問5-2

問5-3

問5-4

問5-5

問6-1

問6-1-1

問6-1-2

問6-2

問6-2-1

問6-2-2

問6-2-3

良

調
査
1
質

問
内
容

*
 大

項
目

（
問

6
-
1
、

問
6
-
2
）

が
×

の
場

合
、

こ
の

項
目

は
×

で
す

。

【
問

4
】

精
密

検
査

結
果

の
把

握
、

精
密

検
査

未
受

診
者

の
特

定
と

受
診

勧
奨

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

問
4
-
1

精
密

検
査

方
法

及
び

、
精

密
検

査
（

治
療

）
結

果
を

把
握

し
ま

し
た

か

問
4
-
2

精
密

検
査

方
法

及
び

、
精

密
検

査
（

治
療

）
結

果
が

不
明

の
者

に
つ

い
て

は
、

本
人

も
し

く
は

精
密

検
査

機
関

へ
の

照
会

等
に

よ
り

、
結

果
を

確
認

し
ま

し
た

か

問
4
-
3

個
人

毎
の

精
密

検
査

方
法

及
び

、
精

密
検

査
（

治
療

）
結

果
を

、
市

区
町

村
、

検
診

機
関

（
医

療
機

関
）

、
精

密
検

査
機

関
が

共
有

し
ま

し
た

か
問

4
-
4

過
去

5
年

間
の

精
密

検
査

方
法

及
び

、
精

密
検

査
（

治
療

）
結

果
を

記
録

し
て

い
ま

す
か

問
4
-
5

精
密

検
査

未
受

診
と

精
密

検
査

結
果

未
把

握
を

定
義

に
従

っ
て

区
別

し
、

精
密

検
査

未
受

診
者

を
特

定
し

ま
し

た
か

問
4
-
6

精
密

検
査

未
受

診
者

に
精

密
検

査
の

受
診

勧
奨

を
行

い
ま

し
た

か

問
1
-
1

対
象

者
全

員
の

氏
名

を
記

載
し

た
名

簿
を

、
住

民
台

帳
な

ど
に

基
づ

い
て

作
成

し
ま

し
た

か
問

1
-
2

対
象

者
全

員
に

、
個

別
に

受
診

勧
奨

を
行

い
ま

し
た

か
問

1
-
3

対
象

者
数

（
推

計
で

も
可

）
を

把
握

し
ま

し
た

か

【
問

1
】

検
診

対
象

者
の

情
報

管
理

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

問
2
-
1

個
人

別
の

受
診

（
記

録
）

台
帳

ま
た

は
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
を

作
成

し
ま

し
た

か

問
2
-
2

過
去

5
年

間
の

受
診

歴
を

記
録

し
て

い
ま

す
か

【
問

2
】

受
診

者
の

情
報

管
理

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

問
3
-
1

受
診

勧
奨

時
に

、
「

検
診

機
関

用
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

1
.受

診
者

へ
の

説
明

」
が

全
項

目

記
載

さ
れ

た
資

料
を

、
全

員
に

個
別

配
布

し
ま

し
た

か
問

3
-
2

要
精

検
者

全
員

に
対

し
、

受
診

可
能

な
精

密
検

査
機

関
名

（
医

療
機

関
名

）
の

一
覧

を
提

示
し

ま
し

た
か

【
問

3
】

受
診

者
へ

の
説

明
、

及
び

要
精

検
者

へ
の

説
明

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

【
問

5
】

地
域

保
健

・
健

康
増

進
事

業
報

告
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

問
5
-
1

が
ん

検
診

結
果

や
精

密
検

査
結

果
の

最
終

報
告

（
令

和
4
年

度
地

域
保

健
・

健
康

増
進

事

業
報

告
）

を
行

い
ま

し
た

か

問
5
-
3

が
ん

検
診

の
結

果
に

つ
い

て
、

委
託

先
か

ら
の

報
告

内
容

が
地

域
保

健
・

健
康

増
進

事
業

報
告

を
網

羅
で

き
て

い
な

い
場

合
、

改
善

を
求

め
ま

し
た

か

問
5
-
2

が
ん

検
診

の
結

果
に

つ
い

て
、

地
域

保
健

・
健

康
増

進
事

業
報

告
の

全
項

目
を

計
上

で
き

る
よ

う
、

委
託

先
（

検
診

機
関

（
医

療
機

関
）

、
医

師
会

な
ど

）
に

報
告

を
求

め
ま

し
た

問
5
-
4

精
密

検
査

結
果

に
つ

い
て

、
地

域
保

健
・

健
康

増
進

事
業

報
告

の
全

項
目

を
計

上
で

き
る

よ
う

、
委

託
先

（
検

診
機

関
（

医
療

機
関

）
、

精
密

検
査

機
関

、
医

師
会

な
ど

）
に

報
告

を
求

め
ま

し
た

か
問

5
-
5

精
密

検
査

結
果

に
つ

い
て

、
委

託
先

か
ら

の
報

告
内

容
が

地
域

保
健

・
健

康
増

進
事

業
報

告
を

網
羅

で
き

て
い

な
い

場
合

、
改

善
を

求
め

ま
し

た
か

【
問

6
】

検
診

機
関

（
医

療
機

関
）

の
質

の
担

保
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

問
6
-
1

委
託

先
検

診
機

関
（

医
療

機
関

）
を

、
仕

様
書

の
内

容
に

基
づ

い
て

選
定

し
ま

し
た

か

問
6
-
1
-
1
*

仕
様

書
（

も
し

く
は

実
施

要
綱

）
の

内
容

は
、

「
仕

様
書

に
明

記
す

べ
き

必
要

最
低

限
の

精
度

管
理

項
目

」
を

満
た

し
て

い
ま

し
た

か
問

6
-
1
-
2
*

検
診

終
了

後
に

、
委

託
先

検
診

機
関

（
医

療
機

関
）

で
仕

様
書

（
も

し
く

は
実

施
要

綱
）

の
内

容
が

遵
守

さ
れ

た
こ

と
を

確
認

し
ま

し
た

か
問

6
-
2

検
診

機
関

（
医

療
機

関
）

に
精

度
管

理
評

価
を

個
別

に
フ

ィ
ー

ド
バ

ッ
ク

し
ま

し
た

か

問
6
-
2
-
1
*

「
検

診
機

関
用

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
」

の
遵

守
状

況
を

フ
ィ

ー
ド

バ
ッ

ク
し

ま
し

た
か

問
6
-
2
-
2
*

検
診

機
関

（
医

療
機

関
）

毎
の

プ
ロ

セ
ス

指
標

値
を

集
計

し
て

フ
ィ

ー
ド

バ
ッ

ク
し

ま

し
た

か

問
6
-
2
-
3
*

上
記

の
結

果
を

ふ
ま

え
、

課
題

の
あ

る
検

診
機

関
（

医
療

機
関

）
に

改
善

策
を

フ
ィ

ー
ド

バ
ッ

ク
し

ま
し

た
か

問
3
-
2
-
1

上
記

【
問

3
-
2
】

の
一

覧
に

掲
載

し
た

す
べ

て
の

精
密

検
査

機
関

に
は

、
あ

ら
か

じ

め
精

密
検

査
結

果
の

報
告

を
依

頼
し

ま
し

た
か

2
5
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資
料

5
-
2
：

　
乳

が
ん

検
診

（
個

別
検

診
）

　
市

区
町

村
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

実
施

率
◆

愛
媛

県
　

　
■

 全
  
国

 　
　

●
 そ

の
他

の
県

③
 調

査
2
（

令
和

3
年

度
プ

ロ
セ

ス
指

標
の

集
計

）
　

項
目

別
実

施
率

(%
)

問
1
4
 非

浸
潤

が
ん

の
集

計

7
-
1

7
-
1
-
1

7
-
1
-
2

7
-
1
-
3

9
-
1

9
-
1
-
1

9
-
1
-
2

9
-
1
-
3

1
0
-
1

1
0
-
1
-
1

1
0
-
1
-
2

1
0
-
1
-
3

1
0
-
1
-
4

1
1
-
1

1
1
-
1
-
1

1
1
-
1
-
2

1
1
-
1
-
3

1
2
-
1

1
2
-
1
-
1

1
2
-
1
-
2

1
2
-
1
-
3

1
3
-
1

1
3
-
1
-
1

1
3
-
1
-
2

1
3
-
1
-
3

1
4
-
1

全
　

国
9
6
.9

9
1
.8

9
1
.5

8
7
.4

9
4
.2

8
9
.8

8
1
.8

8
3
.5

9
2
.4

8
7
.9

7
9
.9

8
1
.9

8
7
.9

8
8
.8

8
4
.2

7
5
.8

7
8
.3

7
9
.0

7
5
.3

6
8
.3

7
0
.3

7
8
.0

7
6
.5

6
7
.0

7
1
.9

7
7
.4

愛
媛

県
1
0
0

1
0
0

1
0
0

8
1
.8

1
0
0

1
0
0

1
0
0

8
1
.8

1
0
0

1
0
0

1
0
0

8
1
.8

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

8
1
.8

1
0
0

1
0
0

9
0
.9

8
1
.8

1
0
0

1
0
0

9
0
.9

8
1
.8

1
0
0

①
 チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

実
施

率
（

全
項

目
）

②
 チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

実
施

率
（

項
目

別
）

　
調

査
1

③
 チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

実
施

率
（

項
目

別
）

　
調

査
2

※
2

乳
が

ん
検

診
で

は
5
5
項

目
。

詳
細

は
説

明
資

料
1
「

（
3
）

 チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
実

施
率

の
集

計
対

象
項

目
」

参
照

。

※
3

質
問

1
：

 令
和

5
年

度
に

各
が

ん
検

診
（

指
針

に
記

載
の

検
査

方
法

）
を

実
施

し
ま

し
た

か

質
問

3
：

 令
和

3
年

度
に

各
が

ん
検

診
を

実
施

し
ま

し
た

か

算
出

方
法

「
○

」
※

1
の

合
計

数
／

集
計

対
象

市
区

町
村

数
 ×

 1
0
0
　

（
%
）

集
計

対
象

市
区

町
村

 質
問

1
※

3
に

「
実

施
」

と
回

答
し

た
市

区
町

村

算
出

方
法

「
○

」
※

1
の

合
計

数
／

集
計

対
象

市
区

町
村

数
 ×

 1
0
0
　

（
%
）

集
計

対
象

市
区

町
村

 質
問

3
※

3
に

「
実

施
」

と
回

答
し

た
市

区
町

村

※
1

回
答

は
「

○
（

実
施

し
た

）
」

「
×

（
実

施
し

て
い

な
い

）
」

「
△

（
実

施
予

定
は

あ
る

が
回

答
時

点
で

ま
だ

実
施

し
て

い
な

い
）

」
か

ら
選

択
。

当
調

査
結

果
の

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
実

施
率

に
は

「
○

」
の

み
集

計
し

「
△

」
は

含
み

ま
せ

ん
。

問
1
3
 早

期
が

ん
割

合
の

集
計

集
計

対
象

市
区

町
村

数
（

調
査

2
）

：
1
1

算
出

方
法

「
○

」
※

1
の

合
計

数
／

集
計

対
象

市
区

町
村

数
×

項
目

数
※

2
 ×

 1
0
0
　

（
%
）

集
計

対
象

市
区

町
村

 質
問

1
、

質
問

3
※

3
の

両
方

に
「

実
施

」
と

回
答

し
た

市
区

町
村

質
問

番
号

問
7
 受

診
率

（
受

診
者

数
）

の
集

計
問

9
 要

精
検

率
の

集
計

問
1
0
 精

検
受

診
率

、
精

検
未

受
診

率
の

集
計

問
1
1
 が

ん
発

見
率

の
集

計
問

1
2
 陽

性
反

応
適

中
度

の
集

計

0
 %

1
0
 %

2
0
 %

3
0
 %

4
0
 %

5
0
 %

6
0
 %

7
0
 %

8
0
 %

9
0
 %

1
0
0
 %

問7-1

問7-1-1

問7-1-2

問7-1-3

問9-1

問9-1-1

問9-1-2

問9-1-3

問10-1

問10-1-1

問10-1-2

問10-1-3

問10-1-4

問11-1

問11-1-1

問11-1-2

問11-1-3

問12-1

問12-1-1

問12-1-2

問12-1-3

問13-1

問13-1-1

問13-1-2

問13-1-3

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
実
施
率
の
算
出
方

法

良

問14-1

調
査
2
質
問
内
容

*
 大

項
目

（
問

7
-
1
、

問
9
-
1
、

問
1
0
-
1
、

問
1
1
-
1
、

問
1
2
-
1
、

問
1
3
-
1
）

が
×

の
場

合
、

こ
の

項
目

は
×

で
す

。

問
7
-
1

受
診

率
を

集
計

し
ま

し
た

か

問
7
-
1
-
1
*

受
診

率
を

年
齢

5
歳

階
級

別
に

集
計

し
ま

し
た

か

問
7
-
1
-
2
*

受
診

者
数

を
検

診
機

関
別

に
集

計
し

ま
し

た
か

問
7
-
1
-
3
*

受
診

者
数

を
検

診
受

診
歴

別
に

集
計

し
ま

し
た

か

【
問

7
】

受
診

率
（

受
診

者
数

）
の

集
計

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・

問
9
-
1

要
精

検
率

を
集

計
し

ま
し

た
か

問
9
-
1
-
1
*

要
精

検
率

を
年

齢
5
歳

階
級

別
に

集
計

し
ま

し
た

か

問
9
-
1
-
2
*

要
精

検
率

を
検

診
機

関
別

に
集

計
し

ま
し

た
か

問
9
-
1
-
3
*

要
精

検
率

を
検

診
受

診
歴

別
に

集
計

し
ま

し
た

か

【
問

9
】

要
精

検
率

の
集

計
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

問
1
0
-
1

精
検

受
診

率
を

集
計

し
ま

し
た

か
問

1
0
-
1
-
1
*

精
検

受
診

率
を

年
齢

5
歳

階
級

別
に

集
計

し
ま

し
た

か

問
1
0
-
1
-
2
*

精
検

受
診

率
を

検
診

機
関

別
に

集
計

し
ま

し
た

か

問
1
0
-
1
-
3
*

精
検

受
診

率
を

検
診

受
診

歴
別

に
集

計
し

ま
し

た
か

【
問

1
0
】

精
検

受
診

率
・

未
受

診
率

の
集

計
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

問
1
0
-
1
-
4
*

精
検

未
受

診
率

を
集

計
し

ま
し

た
か

問
1
4
-
1

非
浸

潤
が

ん
を

集
計

し
ま

し
た

か

【
問

1
4
】

非
浸

潤
が

ん
の

集
計

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・

問
1
1
-
1

が
ん

発
見

率
を

集
計

し
ま

し
た

か

問
1
1
-
1
-
1
*

が
ん

発
見

率
を

年
齢

5
歳

階
級

別
に

集
計

し
ま

し
た

か

問
1
1
-
1
-
2
*

が
ん

発
見

率
を

検
診

機
関

別
に

集
計

し
ま

し
た

か

問
1
1
-
1
-
3
*

が
ん

発
見

率
を

検
診

受
診

歴
別

に
集

計
し

ま
し

た
か

【
問

1
1
】

が
ん

発
見

率
の

集
計

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

問
1
2
-
1

陽
性

反
応

適
中

度
を

集
計

し
ま

し
た

か

問
1
2
-
1
-
1
*

陽
性

反
応

適
中

度
を

年
齢

5
歳

階
級

別
に

集
計

し
ま

し
た

か

問
1
2
-
1
-
2
*

陽
性

反
応

適
中

度
を

検
診

機
関

別
に

集
計

し
ま

し
た

か

問
1
2
-
1
-
3
*

陽
性

反
応

適
中

度
を

検
診

受
診

歴
別

に
集

計
し

ま
し

た
か

【
問

1
2
】

陽
性

反
応

適
中

度
の

集
計

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・

問
1
3
-
1

早
期

が
ん

割
合

を
集

計
し

ま
し

た
か

問
1
3
-
1
-
1
*

早
期

が
ん

割
合

を
年

齢
5
歳

階
級

別
に

集
計

し
ま

し
た

か

問
1
3
-
1
-
2
*

早
期

が
ん

割
合

を
検

診
機

関
別

に
集

計
し

ま
し

た
か

問
1
3
-
1
-
3
*

早
期

が
ん

割
合

を
検

診
受

診
歴

別
に

集
計

し
ま

し
た

か

【
問

1
3
】

早
期

が
ん

割
合

の
集

計
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・

2
6
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資
料

5
-
3
：

　
乳

が
ん

検
診

　
 都

道
府

県
別

プ
ロ

セ
ス

指
標

値
基

準
値

◆
愛

媛
県

■
 全

　
国

●
 そ

の
他

の
県

①
 受

診
状

況
（

令
和

2
・

令
和

3
年

度
、

4
0
～

6
9
歳

、
女

) 
 

②
 プ

ロ
セ

ス
指

標
 （

令
和

2
年

度
、

4
0
～

7
4
歳

、
女

）

②
-
1
 要

精
検

率
(%

)
②

-
2
 が

ん
発

見
率

(%
)

②
-
3
 陽

性
反

応
適

中
度

(%
)

令
和

2
年

令
和

3
年

令
和

2
年

令
和

3
年

集
団

個
別

全
体

集
団

個
別

全
体

集
団

個
別

全
体

全
　

国
1
5
.6

1
5
.4

全
　

国
3
9
.9

4
1
.5

全
　

国
4
.6

7
.0

6
.0

全
　

国
0
.2

9
0
.3

5
0
.3

3
全

　
国

6
.2

5
.0

5
.4

愛
媛

県
1
3
.7

1
3
.5

愛
媛

県
8
0
.5

8
1
.4

愛
媛

県
3
.0

9
.8

4
.1

愛
媛

県
0
.2

8
0
.1

5
0
.2

6
愛

媛
県

9
.4

1
.5

6
.3

②
-
4
 精

検
受

診
率

(%
)

②
-
5
 精

検
未

受
診

率
+
未

把
握

率
(%

)
参

考
：

精
検

未
受

診
率

、
未

把
握

率
(%

)

集
団

個
別

全
体

集
団

個
別

全
体

集
団

個
別

全
体

全
　

国
9
1
.6

8
9
.4

9
0
.1

全
　

国
8
.4

1
0
.6

9
.9

未
受

診
率

全
　

国
3
.0

2
.7

2
.8

愛
媛

県
9
4
.7

9
6
.0

9
5
.2

愛
媛

県
5
.3

4
.0

4
.8

愛
媛

県
3
.8

2
.7

3
.4

未
把

握
率

全
　

国
5
.4

7
.9

7
.1

愛
媛

県
1
.5

1
.2

1
.4

①
-
1
 受

診
率

(%
)

①
-
2
 集

団
検

診
受

診
者

の
割

合
(%

)

0
 %

1
0
 %

2
0
 %

3
0
 %

R
0
2

R
0
3

0
 %

1
0
 %

2
0
 %

3
0
 %

4
0
 %

5
0
 %

6
0
 %

7
0
 %

8
0
 %

9
0
 %

1
0
0
 %

R
0
2

R
0
3

0
.0

 %

1
.0

 %

2
.0

 %

3
.0

 %

4
.0

 %

5
.0

 %

6
.0

 %

7
.0

 %

8
.0

 %

9
.0

 %

1
0
.0

 %

1
1
.0

 %

集
団

個
別

全
体

0
 %

1
0
 %

2
0
 %

3
0
 %

4
0
 %

5
0
 %

6
0
 %

7
0
 %

8
0
 %

9
0
 %

1
0
0
 %

集
団

個
別

全
体

0
 %

1
0
 %

2
0
 %

3
0
 %

4
0
 %

5
0
 %

集
団

個
別

全
体

0
.0

0
 %

0
.1

0
 %

0
.2

0
 %

0
.3

0
 %

0
.4

0
 %

0
.5

0
 %

0
.6

0
 %

集
団

個
別

全
体

0
.0

 %

2
.0

 %

4
.0

 %

6
.0

 %

8
.0

 %

1
0
.0

 %

1
2
.0

 %

1
4
.0

 %

1
6
.0

 %

1
8
.0

 %

集
団

個
別

全
体

0
%

1
0
%

2
0
%

3
0
%

4
0
%

5
0
%

6
0
%

7
0
%

8
0
%

9
0
%

1
0
0
%

全 国
愛 媛 県

全 国
愛 媛 県

全 国
愛 媛 県

留
意
点

出
典

要
精

検
率

、
が

ん
発

見
率

、
陽

性
反

応
適

中
度

は
、

受
診

者
の

年
齢

構
成

や

検
診

受
診

歴
（

初
回

・
非

初
回

）
等

の
影

響
を

大
き

く
受

け
る

た
め

、
指

標

数
値

の
高

低
だ

け
で

比
較

・
評

価
は

で
き

ま
せ

ん
。

詳
細

は
参

考
資

料
「

プ
ロ

セ
ス

指
標

の
意

味
と

活
用

方
法

」
を

ご
参

照
く

だ

さ
い

。

令
和

2
年

度
地

域
保

健
・

健
康

増
進

事
業

報
告

令
和

3
年

度
地

域
保

健
・

健
康

増
進

事
業

報
告

算
出

方
法

等
の

詳
細

は
説

明
資

料
2
を

ご
参

照
く

だ
さ

い
。

基
準

値

0
.4

0
%
以

上

基
準

値

9
0
%
以

上

基
準

値

1
0
%
未

満

基
準

値

6
.1

%
以

上

基
準

値

6
.5

%
以

下

集
団

個
別

全
体

目
標

値
、
基

準
値

・
受

診
率

の
目

標
値

・
プ

ロ
セ

ス
指

標
値

の
基

準
値

厚
生

労
働

省
が

ん
検

診
の

あ
り

方
に

関
す

る
検

討
会

報
告

書
「

が
ん

検

診
事

業
の

あ
り

方
に

つ
い

て
（

令
和

5
年

6
月

）
」

別
添

6
よ

り
。

本
資

料
で

は
全

国
の

標
準

的
な

年
齢

階
級

に
基

づ
き

「
上

限
7
4
歳

」
、

「
受

診
歴

計
（

初
回

・
非

初
回

計
）

」
、

「
検

診
間

隔
2
年

」
に

つ
い

て
算

出
さ

れ
た

基
準

値
を

使
用

し
ま

し
た

。

第
4
期

が
ん

対
策

推
進

基
本

計
画

（
令

和
5
年

3
月

）
で

示
さ

れ
た

国
民

生
活

基
礎

調
査

に
よ

る
が

ん
検

診
受

診
率

の
目

標
値

目
標

値

6
0
%
以

上

精
検

受
診

率
精

検
未

受
診

率
精

検
未

把
握

率

2
7

14



調
査

項
目

【
乳

が
ん

検
診

】

調
査

1
：
検

診
実

施
体

制
整

備
に

関
す

る
調

査
（
令

和
５

年
度

実
施

体
制

）
　

　

○
：実

施
　

　
△

：実
施

予
定

　
　

×
：未

実
施

　
　

 -
：非

該
当

（質
問

1が
"未

実
施

”等
）　

　
　

未
入

力
： 

（質
問

1が
"実

施
"ま

た
は

"実
施

予
定

"で
、

当
該

項
目

が
未

回
答

）

松
山

市
今

治
市

宇
和

島
市

八
幡

浜
市

新
居

浜
市

西
条

市
大

洲
市

伊
予

市
四

国
中

央
市

西
予

市
東

温
市

上
島

町
久

万
高

原
町

松
前

町
砥

部
町

内
子

町
伊

方
町

松
野

町
鬼

北
町

愛
南

町

集
団

集
団

集
団

集
団

集
団

集
団

集
団

集
団

集
団

集
団

集
団

集
団

集
団

集
団

集
団

集
団

集
団

集
団

集
団

集
団

質
問

1
令

和
５

年
度

に
が

ん
検

診
の

実
施

の
有

無
⇒

実
施

、
未

実
施

、
実

施
予

定
、

未
入

力
実

施
実

施
実

施
実

施
実

施
実

施
実

施
実

施
実

施
実

施
実

施
.

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

質
問

2
令

和
５

年
度

の
が

ん
検

診
対

象
者

の
定

義
　

⇒
Ａ

～
Ｇ

（詳
細

は
「対

象
者

の
定

義
」参

照
）、

未
入

力
、

非
該

当
（-

）
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

.
A

G
A

A
A

A
A

A

問
1.

 検
診

対
象

者
の

情
報

管
理

問
1-

1
対

象
者

全
員

の
氏

名
を

記
載

し
た

名
簿

を
、

住
民

台
帳

な
ど

に
基

づ
い

て
作

成
し

ま
し

た
か

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
.

○
○

○
○

○
○

○
○

問
1-

2
対

象
者

全
員

に
、

個
別

に
受

診
勧

奨
を

行
い

ま
し

た
か

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

○
.

○
×

×
×

○
○

○
○

問
1-

2-
1

受
診

勧
奨

を
行

っ
た

住
民

の
う

ち
未

受
診

者
全

員
に

対
し

、
再

度
の

受
診

勧
奨

を
個

人
毎

（手
紙

・電
話

・
訪

問
等

）に
行

い
ま

し
た

か
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

.
×

×
×

×
×

×
×

×

問
1-

3
対

象
者

数
（推

計
で

も
可

）を
把

握
し

ま
し

た
か

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
.

○
○

○
○

○
○

○
○

問
2.

 受
診

者
の

情
報

管
理

問
2-

1
個

人
別

の
受

診
（記

録
）台

帳
ま

た
は

デ
ー

タ
ベ

ー
ス

を
作

成
し

ま
し

た
か

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
.

○
○

○
○

○
○

○
○

問
2-

2
過

去
5年

間
の

受
診

歴
を

記
録

し
て

い
ま

す
か

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
.

○
○

○
○

○
○

○
○

問
3.

 受
診

者
へ

の
説

明
、

及
び

要
精

検
者

へ
の

説
明

問
3-

1
受

診
勧

奨
時

に
、

「検
診

機
関

用
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

　
1.

受
診

者
へ

の
説

明
」が

全
項

目
記

載
さ

れ
た

資
料

を
、

全
員

に
個

別
配

布
し

ま
し

た
か

×
○

○
○

○
○

×
○

○
×

○
.

×
○

×
×

○
×

○
○

問
3-

2
要

精
検

者
全

員
に

対
し

、
受

診
可

能
な

精
密

検
査

機
関

名
（医

療
機

関
名

）の
一

覧
を

提
示

し
ま

し
た

か
○

○
○

○
○

○
○

○
×

○
○

.
○

○
○

×
×

○
○

○

問
3-

2-
1

上
記

【問
3-

2】
の

一
覧

に
掲

載
し

た
す

べ
て

の
精

密
検

査
機

関
に

は
、

あ
ら

か
じ

め
精

密
検

査
結

果
の

報
告

を
依

頼
し

ま
し

た
か

○
○

○
○

○
○

○
○

×
○

○
.

○
○

○
×

×
○

○
○

問
4.

 精
密

検
査

結
果

の
把

握
、

精
密

検
査

未
受

診
者

の
特

定
と

受
診

勧
奨

問
4-

1
精

密
検

査
方

法
及

び
、

精
密

検
査

（治
療

）結
果

を
把

握
し

ま
し

た
か

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
.

○
○

○
○

○
○

○
○

問
4-

2
精

密
検

査
方

法
及

び
、

精
密

検
査

（治
療

）結
果

が
不

明
の

者
に

つ
い

て
は

、
本

人
も

し
く
は

精
密

検
査

機
関

へ
の

照
会

等
に

よ
り

、
結

果
を

確
認

し
ま

し
た

か
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

.
○

○
○

○
○

×
○

○

問
4-

3
個

人
毎

の
精

密
検

査
方

法
及

び
、

精
密

検
査

（治
療

）結
果
を
、
市
区
町
村
、
検
診
機
関
（
医
療
機

関
）
、
精
密
検
査
機
関
が
共
有
し
ま
し
た
か

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
.

○
○

○
○

○
○

○
○

問
4-

4
過

去
5年

間
の

精
密

検
査

方
法

及
び

、
精

密
検

査
（治

療
）結

果
を

記
録

し
て

い
ま

す
か

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
.

○
○

×
○

×
○

○
○

問
4-

5
精

密
検

査
未

受
診

と
精

密
検

査
結

果
未

把
握

を
定

義
に

従
っ

て
区

別
し

、
精

密
検

査
未

受
診

者
を

特
定

し
ま

し
た

か
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

.
○

○
△

△
○

×
○

○

問
4-

6
精

密
検

査
未

受
診

者
に

精
密

検
査

の
受

診
勧

奨
を

行
い

ま
し

た
か

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
.

○
○

△
△

○
×

○
○

問
5.

 地
域

保
健

・健
康

増
進

事
業

報
告

問
5-

1
が

ん
検

診
結

果
や

精
密

検
査

結
果

の
最

終
報

告
（令

和
４

年
度

地
域

保
健

・健
康

増
進

事
業

報
告

）を
行

い
ま

し
た

か
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

.
○

○
○

○
○

○
○

○

問
5-

2
が

ん
検

診
の

結
果

に
つ

い
て

、
地

域
保

健
・健

康
増

進
事

業
報

告
の

全
項

目
を

計
上

で
き

る
よ

う
、

委
託

先
（検

診
機

関
（医

療
機

関
）、

医
師

会
な

ど
）に

報
告

を
求

め
ま

し
た

か
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

.
○

○
○

○
○

○
○

○

問
5-

3
が

ん
検

診
の

結
果

に
つ

い
て

、
委

託
先

か
ら

の
報

告
内

容
が

地
域

保
健

・健
康

増
進

事
業

報
告

を
網

羅
で

き
て

い
な

い
場

合
、

改
善

を
求

め
ま

し
た

か
○

○
○

○
○

○
△

○
○

○
○

.
○

○
○

○
○

○
○

○

問
5-

4
精

密
検

査
結

果
に

つ
い

て
、

地
域

保
健

・健
康

増
進

事
業

報
告

の
全

項
目

を
計

上
で

き
る

よ
う

、
委

託
先

（検
診

機
関

（医
療

機
関

）、
精

密
検

査
機

関
、

医
師

会
な

ど
）に

報
告

を
求

め
ま

し
た

か
○

○
○

○
○

○
△

○
○

○
○

.
○

○
○

○
○

○
○

○

問
5-

5
精

密
検

査
結

果
に

つ
い

て
、

委
託

先
か

ら
の

報
告

内
容

が
地

域
保

健
・健

康
増

進
事

業
報

告
を

網
羅

で
き

て
い

な
い

場
合

、
改

善
を

求
め

ま
し

た
か

○
○

○
○

○
○

△
○

○
○

○
.

○
○

○
○

○
○

○
○

問
6.

 検
診

機
関

（医
療

機
関

）の
質

の
担

保

問
6-

1
委

託
先

検
診

機
関

（医
療

機
関

）を
、

仕
様

書
の

内
容

に
基

づ
い

て
選

定
し

ま
し

た
か

○
○

○
○

○
○

○
○

○
×

○
.

○
○

○
○

○
○

○
○

問
6-

1-
1

仕
様

書
（も

し
く
は

実
施

要
綱

）の
内

容
は

、
「仕

様
書

に
明

記
す

べ
き

必
要

最
低

限
の

精
度

管
理

項
目

」
を

満
た

し
て

い
ま

し
た

か
○

○
○

○
○

○
○

○
○

×
○

.
○

○
○

○
○

○
○

○

問
6-

1-
2

検
診

終
了

後
に

、
委

託
先

検
診

機
関

（医
療

機
関

）で
仕

様
書

（も
し

く
は

実
施

要
綱

）の
内

容
が

遵
守

さ
れ

た
こ

と
を

確
認

し
ま

し
た

か
×

×
○

×
○

○
○

○
○

×
○

.
○

○
△

○
○

○
○

○

問
6-

2
検

診
機

関
（医

療
機

関
）に

精
度

管
理

評
価

を
個

別
に

フ
ィ

ー
ド

バ
ッ

ク
し

ま
し

た
か

×
×

○
○

○
○

○
○

×
×

○
.

○
○

○
×

○
×

×
×

問
6-

2-
1

「検
診

機
関

用
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

」の
遵

守
状

況
を

フ
ィ

ー
ド

バ
ッ

ク
し

ま
し

た
か

×
×

○
○

○
○

○
○

×
×

○
.

○
○

○
×

○
×

×
×

問
6-

2-
2

検
診

機
関

（医
療

機
関

）毎
の

プ
ロ

セ
ス

指
標

値
を
集
計
し
て
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
ま
し
た
か

×
×

○
○

○
○

○
○

×
×

○
.

○
○

○
×

○
×

×
×

問
6-

2-
3

上
記

の
結

果
を

ふ
ま

え
、

課
題

の
あ

る
検

診
機

関
（医

療
機

関
）に

改
善

策
を

フ
ィ

ー
ド

バ
ッ

ク
し

ま
し

た
か

×
×

○
○

○
○

○
○

×
×

○
.

○
○

○
×

○
×

×
×

（注
）今

年
度

は
網

羅
で

き
て

い
る

場
合

で
は

、
「網

羅
で

き
て

い
な

い
場

合
に

は
改

善
を

求
め

る
よ

う
な

体
制

を
有

し
て

い
る

か
」に

つ
い

て
回

答
す

る
こ

と
。

質
問

番
号

質
問

15



調
査

2
：
精

度
管

理
指

標
把

握
に

関
す

る
調

査
（
令

和
３

年
度

プ
ロ

セ
ス

指
標

の
集

計
）

○
：実

施
　

　
△

：実
施

予
定

　
　

×
：未

実
施

　
　

 -
：非

該
当

（質
問

1が
"未

実
施

”等
）　

　
　

未
入

力
： 

（質
問

1が
"実

施
"ま

た
は

"実
施

予
定

"で
、

当
該

項
目

が
未

回
答

）

松
山

市
今

治
市

宇
和

島
市

八
幡

浜
市

新
居

浜
市

西
条

市
大

洲
市

伊
予

市
四
国
中
央
市

西
予

市
東

温
市

上
島

町
久
万
高
原
町

松
前

町
砥

部
町

内
子

町
伊

方
町

松
野

町
鬼

北
町

愛
南

町

集
団

集
団

集
団

集
団

集
団

集
団

集
団

集
団

集
団

集
団

集
団

集
団

集
団

集
団

集
団

集
団

集
団

集
団

集
団

集
団

問
7.

 受
診

率
の

集
計

問
7-

1
受

診
率

を
集

計
し

ま
し

た
か

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
.

○
○

○
○

○
○

○
○

問
7-

1-
1

受
診

率
を

性
別

・年
齢

5歳
階

級
別

に
集

計
し

ま
し

た
か

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
.

○
○

○
○

○
○

○
○

問
7-

1-
2

受
診

率
を

検
診

機
関

別
に

集
計

し
ま

し
た

か
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

.
○

○
○

○
○

○
○

○

問
7-

1-
3

受
診

率
を

検
診

受
診

歴
別

に
集

計
し

ま
し

た
か

○
○

○
×

○
○

○
×

○
○

×
.

○
○

○
○

○
○

○
○

問
9.

 要
精

検
率

の
集

計

問
9-

1
要

精
検

率
を

集
計

し
ま

し
た

か
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

.
○

○
○

○
○

○
○

○

問
9-

1-
1

要
精

検
率

を
性

別
・年

齢
5歳

階
級

別
に

集
計

し
ま

し
た

か
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

.
○

○
○

○
○

○
○

○

問
9-

1-
2

要
精

検
率

を
検

診
機

関
別

に
集

計
し

ま
し

た
か

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
.

○
○

○
○

○
○

○
○

問
9-

1-
3

要
精

検
率

を
検

診
受

診
歴

別
に

集
計

し
ま

し
た

か
○

○
○

×
○

○
○

×
○

○
×

.
○

○
○

○
○

○
○

○

問
10

. 
精

検
受

診
率

・未
受

診
率

の
集

計

問
10

-1
精

検
受

診
率

を
集

計
し

ま
し

た
か

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
.

○
○

○
○

○
○

○
○

問
10

-1
-1

精
検

受
診

率
を

性
別

・年
齢

5歳
階

級
別

に
集

計
し

ま
し

た
か

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
.

○
○

○
○

○
○

○
○

問
10

-1
-2

精
検

受
診

率
を

検
診

機
関

別
に

集
計

し
ま

し
た

か
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

.
○

○
○

○
○

○
○

○

問
10

-1
-3

精
検

受
診

率
を

検
診

受
診

歴
別

に
集

計
し

ま
し

た
か

○
○

○
×

○
○

○
×

○
○

×
.

○
○

○
○

○
○

○
○

問
10

-2
精

検
未

受
診

率
を

集
計

し
ま

し
た

か
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

.
○

○
○

○
○

○
○

○

問
11

. 
が

ん
発

見
率

の
集

計

問
11

-1
が

ん
発

見
率

を
集

計
し

ま
し

た
か

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
.

○
○

○
○

○
○

○
○

問
11

-1
-1

が
ん

発
見

率
を

性
別

・年
齢

5歳
階

級
別

に
集

計
し

ま
し

た
か

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
.

○
○

○
○

○
○

○
○

問
11

-1
-2

が
ん

発
見

率
を

検
診

機
関

別
に

集
計

し
ま

し
た

か
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

.
○

○
○

○
○

○
○

○

問
11

-1
-3

が
ん

発
見

率
を

検
診

受
診

歴
別

に
集

計
し

ま
し

た
か

○
○

○
×

○
○

○
×

○
○

×
.

○
○

○
○

○
×

○
○

問
12

. 
陽

性
反

応
適

中
度

の
集

計

問
12

-1
陽

性
反

応
適

中
度

を
集

計
し

ま
し

た
か

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
.

○
○

○
○

○
○

○
○

問
12

-1
-1

陽
性

反
応

適
中

度
を

性
別

・年
齢

5歳
階

級
別

に
集

計
し

ま
し

た
か

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
.

○
○

○
○

○
○

○
○

問
12

-1
-2

陽
性

反
応

適
中

度
を

検
診

機
関

別
に

集
計

し
ま

し
た

か
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

.
○

○
○

○
○

○
○

○

問
12

-1
-3

陽
性

反
応

適
中

度
を

検
診

受
診

歴
別

に
集

計
し

ま
し

た
か

○
○

○
×

○
○

○
×

○
○

×
.

○
○

○
○

○
×

○
○

問
13

. 
早

期
が

ん
割

合
（肺

が
ん

：臨
床

病
期

Ⅰ
期

ま
で

の
割

合
）の

集
計

問
13

-1
早

期
が

ん
割

合
を

集
計

し
ま

し
た

か
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

.
○

○
○

○
○

○
○

○

問
13

-1
-1

早
期

が
ん

割
合

を
性

別
・年

齢
5歳

階
級

別
に

集
計

し
ま

し
た

か
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

.
○

○
○

○
○

○
○

○

問
13

-1
-2

早
期

が
ん

割
合

を
検

診
機

関
別

に
集

計
し

ま
し

た
か

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
.

○
○

○
○

○
○

○
○

問
13

-1
-3

早
期

が
ん

割
合

を
検

診
受

診
歴

別
に

集
計

し
ま

し
た

か
○

○
○

×
○

○
○

×
○

○
×

.
○

○
○

○
○

×
○

○

問
14

. 
【胃

が
ん

、
大

腸
が

ん
、

乳
が

ん
】 

粘
膜

内
が

ん
、

非
浸

潤
が

ん
の

集
計

問
14

-1
（胃

、
大

腸
が

ん
）粘

膜
内

が
ん

、
（乳

が
ん

）非
浸

潤
が

ん
を

集
計

し
ま

し
た

か
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

.
○

○
○

○
○

○
○

○

（注
）今

年
度

は
網

羅
で

き
て

い
る

場
合

で
は

、
「網

羅
で

き
て

い
な

い
場

合
に

は
改

善
を

求
め

る
よ

う
な

体
制

を
有

し
て

い
る

か
」に

つ
い

て
回

答
す

る
こ

と
。

質
問

番
号

質
問

16



調
査

項
目

【
乳

が
ん

検
診

】

調
査

1
：
検

診
実

施
体

制
整

備
に

関
す

る
調

査
（
令

和
５

年
度

実
施

体
制

）
　

　

○
：実

施
　

　
△

：実
施

予
定

　
　

×
：未

実
施

　
　

 -
：非

該
当

（質
問

1が
"未

実
施

”等
）　

　
　

未
入

力
： 

（質
問

1が
"実

施
"ま

た
は

"実
施

予
定

"で
、

当
該

項
目

が
未

回
答

）

松
山

市
今

治
市

宇
和

島
市

八
幡

浜
市

新
居

浜
市

西
条

市
大

洲
市

伊
予

市
四

国
中

央
市

西
予

市
東

温
市

上
島

町
久

万
高

原
町

松
前

町
砥

部
町

内
子

町
伊

方
町

松
野

町
鬼

北
町

愛
南

町

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

質
問

1
令

和
４

年
度

に
が

ん
検

診
の

実
施

の
有

無
⇒

実
施

、
未

実
施

、
実

施
予

定
、

未
入

力
実

施
実

施
未

実
施

実
施

実
施

実
施

未
実

施
実

施
実

施
実

施
実

施
.

未
実

施
実

施
実

施
未

実
施

未
実

施
未

実
施

未
実

施
未

実
施

質
問

2
令

和
４

年
度

の
が

ん
検

診
対

象
者

の
定

義
　

⇒
Ａ

～
Ｇ

（詳
細

は
「対

象
者

の
定

義
」参

照
）、

未
入

力
、

非
該

当
（-

）
A

A
-

G
G

A
-

C
A

A
A

.
-

G
A

-
-

-
-

-

問
1.

 検
診

対
象

者
の

情
報

管
理

問
1-

1
対

象
者

全
員

の
氏

名
を

記
載

し
た

名
簿

を
、

住
民

台
帳

な
ど

に
基

づ
い

て
作

成
し

ま
し

た
か

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
.

-
○

○
-

-
-

-
-

問
1-

2
対

象
者

全
員

に
、

個
別

に
受

診
勧

奨
を

行
い

ま
し

た
か

×
×

-
○

○
×

-
×

×
×

○
.

-
○

×
-

-
-

-
-

問
1-

2-
1

受
診

勧
奨

を
行

っ
た

住
民

の
う

ち
未

受
診

者
全

員
に

対
し

、
再

度
の

受
診

勧
奨

を
個

人
毎

（手
紙

・電
話

・
訪

問
等

）に
行

い
ま

し
た

か
×

×
-

×
×

×
-

×
×

×
×

.
-

×
×

-
-

-
-

-

問
1-

3
対

象
者

数
（推

計
で

も
可

）を
把

握
し

ま
し

た
か

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
.

-
○

○
-

-
-

-
-

問
2.

 受
診

者
の

情
報

管
理

問
2-

1
個

人
別

の
受

診
（記

録
）台

帳
ま

た
は

デ
ー

タ
ベ

ー
ス

を
作

成
し

ま
し

た
か

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
.

-
○

○
-

-
-

-
-

問
2-

2
過

去
5年

間
の

受
診

歴
を

記
録

し
て

い
ま

す
か

○
○

-
○

○
○

-
×

○
○

○
.

-
○

○
-

-
-

-
-

問
3.

 受
診

者
へ

の
説

明
、

及
び

要
精

検
者

へ
の

説
明

問
3-

1
受

診
勧

奨
時

に
、

「検
診

機
関

用
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

　
1.

受
診

者
へ

の
説

明
」が

全
項

目
記

載
さ

れ
た

資
料

を
、

全
員

に
個

別
配

布
し

ま
し

た
か

×
○

-
○

○
○

-
○

○
×

○
.

-
○

×
-

-
-

-
-

問
3-

2
要

精
検

者
全

員
に

対
し

、
受

診
可

能
な

精
密

検
査

機
関

名
（医

療
機

関
名

）の
一

覧
を

提
示

し
ま

し
た

か
○

○
-

○
○

×
-

×
×

○
○

.
-

○
○

-
-

-
-

-

問
3-

2-
1

上
記

【問
3-

2】
の

一
覧

に
掲

載
し

た
す

べ
て

の
精

密
検

査
機

関
に

は
、

あ
ら

か
じ

め
精

密
検

査
結

果
の

報
告

を
依

頼
し

ま
し

た
か

○
○

-
○

○
×

-
×

×
○

○
.

-
○

○
-

-
-

-
-

問
4.

 精
密

検
査

結
果

の
把

握
、

精
密

検
査

未
受

診
者

の
特

定
と

受
診

勧
奨

問
4-

1
精

密
検

査
方

法
及

び
、

精
密

検
査

（治
療

）結
果

を
把

握
し

ま
し

た
か

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
.

-
○

○
-

-
-

-
-

問
4-

2
精

密
検

査
方

法
及

び
、

精
密

検
査

（治
療

）結
果

が
不

明
の

者
に

つ
い

て
は

、
本

人
も

し
く
は

精
密

検
査

機
関

へ
の

照
会

等
に

よ
り

、
結

果
を

確
認

し
ま

し
た

か
○

○
-

○
○

○
-

○
○

○
○

.
-

○
○

-
-

-
-

-

問
4-

3
個

人
毎

の
精

密
検

査
方

法
及

び
、

精
密

検
査

（治
療

）結
果
を
、
市
区
町
村
、
検
診
機
関
（
医
療
機

関
）
、
精
密
検
査
機
関
が
共
有
し
ま
し
た
か

○
○

-
×

○
○

-
○

○
○

○
.

-
○

○
-

-
-

-
-

問
4-

4
過

去
5年

間
の

精
密

検
査

方
法

及
び

、
精

密
検

査
（治

療
）結

果
を

記
録

し
て

い
ま

す
か

○
○

-
○

○
○

-
×

○
○

○
.

-
○

×
-

-
-

-
-

問
4-

5
精

密
検

査
未

受
診

と
精

密
検

査
結

果
未

把
握

を
定

義
に

従
っ

て
区

別
し

、
精

密
検

査
未

受
診

者
を

特
定

し
ま

し
た

か
○

○
-

○
○

○
-

○
○

○
○

.
-

○
△

-
-

-
-

-

問
4-

6
精

密
検

査
未

受
診

者
に

精
密

検
査

の
受

診
勧

奨
を

行
い

ま
し

た
か

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
.

-
○

△
-

-
-

-
-

問
5.

 地
域

保
健

・健
康

増
進

事
業

報
告

問
5-

1
が

ん
検

診
結

果
や

精
密

検
査

結
果

の
最

終
報

告
（令

和
４

年
度

地
域

保
健

・健
康

増
進

事
業

報
告

）を
行

い
ま

し
た

か
○

○
-

○
○

○
-

○
○

○
○

.
-

○
○

-
-

-
-

-

問
5-

2
が

ん
検

診
の

結
果

に
つ

い
て

、
地

域
保

健
・健

康
増

進
事

業
報

告
の

全
項

目
を

計
上

で
き

る
よ

う
、

委
託

先
（検

診
機

関
（医

療
機

関
）、

医
師

会
な

ど
）に

報
告

を
求

め
ま

し
た

か
○

○
-

○
○

○
-

○
○

○
○

.
-

○
○

-
-

-
-

-

問
5-

3
が

ん
検

診
の

結
果

に
つ

い
て

、
委

託
先

か
ら

の
報

告
内

容
が

地
域

保
健

・健
康

増
進

事
業

報
告

を
網

羅
で

き
て

い
な

い
場

合
、

改
善

を
求

め
ま

し
た

か
○

○
-

○
○

○
-

○
○

○
○

.
-

○
○

-
-

-
-

-

問
5-

4
精

密
検

査
結

果
に

つ
い

て
、

地
域

保
健

・健
康

増
進

事
業

報
告

の
全

項
目

を
計

上
で

き
る

よ
う

、
委

託
先

（検
診

機
関

（医
療

機
関

）、
精

密
検

査
機

関
、

医
師

会
な

ど
）に

報
告

を
求

め
ま

し
た

か
○

○
-

○
○

○
-

○
×

○
○

.
-

○
○

-
-

-
-

-

問
5-

5
精

密
検

査
結

果
に

つ
い

て
、

委
託

先
か

ら
の

報
告

内
容

が
地

域
保

健
・健

康
増

進
事

業
報

告
を

網
羅

で
き

て
い

な
い

場
合

、
改

善
を

求
め

ま
し

た
か

○
○

-
○

○
○

-
○

×
○

○
.

-
○

○
-

-
-

-
-

問
6.

 検
診

機
関

（医
療

機
関

）の
質

の
担

保

問
6-

1
委

託
先

検
診

機
関

（医
療

機
関

）を
、

仕
様

書
の

内
容

に
基

づ
い

て
選

定
し

ま
し

た
か

○
○

-
○

○
○

-
○

○
×

○
.

-
○

○
-

-
-

-
-

問
6-

1-
1

仕
様

書
（も

し
く
は

実
施

要
綱

）の
内

容
は

、
「仕

様
書

に
明

記
す

べ
き

必
要

最
低

限
の

精
度

管
理

項
目

」
を

満
た

し
て

い
ま

し
た

か
○

○
-

○
○

○
-

○
○

×
○

.
-

○
○

-
-

-
-

-

問
6-

1-
2

検
診

終
了

後
に

、
委

託
先

検
診

機
関

（医
療

機
関

）で
仕

様
書

（も
し

く
は

実
施

要
綱

）の
内

容
が

遵
守

さ
れ

た
こ

と
を

確
認

し
ま

し
た

か
×

×
-

×
×

○
-

○
○

×
○

.
-

○
△

-
-

-
-

-

問
6-

2
検

診
機

関
（医

療
機

関
）に

精
度

管
理

評
価

を
個

別
に

フ
ィ

ー
ド

バ
ッ

ク
し

ま
し

た
か

×
×

-
×

×
×

-
×

○
×

○
.

-
○

○
-

-
-

-
-

問
6-

2-
1

「検
診

機
関

用
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

」の
遵

守
状

況
を

フ
ィ

ー
ド

バ
ッ

ク
し

ま
し

た
か

×
×

-
×

×
×

-
×

×
×

○
.

-
○

○
-

-
-

-
-

問
6-

2-
2

検
診

機
関

（医
療

機
関

）毎
の

プ
ロ

セ
ス

指
標

値
を
集
計
し
て
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
ま
し
た
か

×
×

-
×

×
×

-
×

×
×

○
.

-
○

○
-

-
-

-
-

問
6-

2-
3

上
記

の
結

果
を

ふ
ま

え
、

課
題

の
あ

る
検

診
機

関
（医

療
機

関
）に

改
善

策
を

フ
ィ

ー
ド

バ
ッ

ク
し

ま
し

た
か

×
×

-
×

×
×

-
×

×
×

○
.

-
○

○
-

-
-

-
-

（注
）今

年
度

は
網

羅
で

き
て

い
る

場
合

で
は

、
「網

羅
で

き
て

い
な

い
場

合
に

は
改

善
を

求
め

る
よ

う
な

体
制

を
有

し
て

い
る

か
」に

つ
い

て
回

答
す

る
こ

と
。

質
問

番
号

質
問
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調
査

2
：
精

度
管

理
指

標
把

握
に

関
す

る
調

査
（
令

和
３

年
度

プ
ロ

セ
ス

指
標

の
集

計
）

○
：実

施
　

　
△

：実
施

予
定

　
　

×
：未

実
施

　
　

 -
：非

該
当

（質
問

1が
"未

実
施

”等
）　

　
　

未
入

力
： 

（質
問

1が
"実

施
"ま

た
は

"実
施

予
定

"で
、

当
該

項
目

が
未

回
答

）

松
山

市
今

治
市

宇
和

島
市

八
幡

浜
市

新
居

浜
市

西
条

市
大

洲
市

伊
予

市
四
国
中
央
市

西
予

市
東

温
市

上
島

町
久
万
高
原
町

松
前

町
砥

部
町

内
子

町
伊

方
町

松
野

町
鬼

北
町

愛
南

町

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

問
7.

 受
診

率
の

集
計

問
7-

1
受

診
率

を
集

計
し

ま
し

た
か

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
.

-
○

○
-

-
-

-
-

問
7-

1-
1

受
診

率
を

性
別

・年
齢

5歳
階

級
別

に
集

計
し

ま
し

た
か

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
.

-
○

○
-

-
-

-
-

問
7-

1-
2

受
診

率
を

検
診

機
関

別
に

集
計

し
ま

し
た

か
○

○
-

○
○

○
-

○
○

○
○

.
-

○
○

-
-

-
-

-

問
7-

1-
3

受
診

率
を

検
診

受
診

歴
別

に
集

計
し

ま
し

た
か

○
○

-
○

○
○

-
×

○
○

×
.

-
○

○
-

-
-

-
-

問
9.

 要
精

検
率

の
集

計

問
9-

1
要

精
検

率
を

集
計

し
ま

し
た

か
○

○
-

○
○

○
-

○
○

○
○

.
-

○
○

-
-

-
-

-

問
9-

1-
1

要
精

検
率

を
性

別
・年

齢
5歳

階
級

別
に

集
計

し
ま

し
た

か
○

○
-

○
○

○
-

○
○

○
○

.
-

○
○

-
-

-
-

-

問
9-

1-
2

要
精

検
率

を
検

診
機

関
別

に
集

計
し

ま
し

た
か

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
.

-
○

○
-

-
-

-
-

問
9-

1-
3

要
精

検
率

を
検

診
受

診
歴

別
に

集
計

し
ま

し
た

か
○

○
-

○
○

○
-

×
○

○
×

.
-

○
○

-
-

-
-

-

問
10

. 
精

検
受

診
率

・未
受

診
率

の
集

計

問
10

-1
精

検
受

診
率

を
集

計
し

ま
し

た
か

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
.

-
○

○
-

-
-

-
-

問
10

-1
-1

精
検

受
診

率
を

性
別

・年
齢

5歳
階

級
別

に
集

計
し

ま
し

た
か

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
.

-
○

○
-

-
-

-
-

問
10

-1
-2

精
検

受
診

率
を

検
診

機
関

別
に

集
計

し
ま

し
た

か
○

○
-

○
○

○
-

○
○

○
○

.
-

○
○

-
-

-
-

-

問
10

-1
-3

精
検

受
診

率
を

検
診

受
診

歴
別

に
集

計
し

ま
し

た
か

○
○

-
○

○
○

-
×

○
○

×
.

-
○

○
-

-
-

-
-

問
10

-2
精

検
未

受
診

率
を

集
計

し
ま

し
た

か
○

○
-

○
○

○
-

○
○

○
○

.
-

○
○

-
-

-
-

-

問
11

. 
が

ん
発

見
率

の
集

計

問
11

-1
が

ん
発

見
率

を
集

計
し

ま
し

た
か

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
.

-
○

○
-

-
-

-
-

問
11

-1
-1

が
ん

発
見

率
を

性
別

・年
齢

5歳
階

級
別

に
集

計
し

ま
し

た
か

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
.

-
○

○
-

-
-

-
-

問
11

-1
-2

が
ん

発
見

率
を

検
診

機
関

別
に

集
計

し
ま

し
た

か
○

○
-

○
○

○
-

○
○

○
○

.
-

○
○

-
-

-
-

-

問
11

-1
-3

が
ん

発
見

率
を

検
診

受
診

歴
別

に
集

計
し

ま
し

た
か

○
○

-
○

○
○

-
×

○
○

×
.

-
○

○
-

-
-

-
-

問
12

. 
陽

性
反

応
適

中
度

の
集

計

問
12

-1
陽

性
反

応
適

中
度

を
集

計
し

ま
し

た
か

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
.

-
○

○
-

-
-

-
-

問
12

-1
-1

陽
性

反
応

適
中

度
を

性
別

・年
齢

5歳
階

級
別

に
集

計
し

ま
し

た
か

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
.

-
○

○
-

-
-

-
-

問
12

-1
-2

陽
性

反
応

適
中

度
を

検
診

機
関

別
に

集
計

し
ま

し
た

か
○

○
-

○
○

×
-

○
○

○
○

.
-

○
○

-
-

-
-

-

問
12

-1
-3

陽
性

反
応

適
中

度
を

検
診

受
診

歴
別

に
集

計
し

ま
し

た
か

○
○

-
○

○
○

-
×

○
○

×
.

-
○

○
-

-
-

-
-

問
13

. 
早

期
が

ん
割

合
（肺

が
ん

：臨
床

病
期

Ⅰ
期

ま
で

の
割

合
）の

集
計

問
13

-1
早

期
が

ん
割

合
を

集
計

し
ま

し
た

か
○

○
-

○
○

○
-

○
○

○
○

.
-

○
○

-
-

-
-

-

問
13

-1
-1

早
期

が
ん

割
合

を
性

別
・年

齢
5歳

階
級

別
に

集
計

し
ま

し
た

か
○

○
-

○
○

○
-

○
○

○
○

.
-

○
○

-
-

-
-

-

問
13

-1
-2

早
期

が
ん

割
合

を
検

診
機

関
別

に
集

計
し

ま
し

た
か

○
○

-
○

○
×

-
○

○
○

○
.

-
○

○
-

-
-

-
-

問
13

-1
-3

早
期

が
ん

割
合

を
検

診
受

診
歴

別
に

集
計

し
ま

し
た

か
○

○
-

○
○

○
-

×
○

○
×

.
-

○
○

-
-

-
-

-

問
14

. 
【胃

が
ん

、
大

腸
が

ん
、

乳
が

ん
】 

粘
膜

内
が

ん
、

非
浸

潤
が

ん
の

集
計

問
14

-1
（胃

、
大

腸
が

ん
）粘

膜
内

が
ん

、
（乳

が
ん

）非
浸

潤
が

ん
を

集
計

し
ま

し
た

か
○

○
-

○
○

○
-

○
○

○
○

.
-

○
○

-
-

-
-

-

（注
）今

年
度

は
網

羅
で

き
て

い
る

場
合

で
は

、
「網

羅
で

き
て

い
な

い
場

合
に

は
改

善
を

求
め

る
よ

う
な

体
制

を
有

し
て

い
る

か
」に

つ
い

て
回

答
す

る
こ

と
。

質
問

番
号

質
問
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対
象

者
の

定
義

下
限

：
指

針
通

り
※

2

上
限

：
な

し

下
限

：
指

針
通

り
※

2

上
限

：
あ

り

下
限

：
指

針
の

年
齢

※
2
未

満
上

限
：
な

し

下
限

：
指

針
の

年
齢

※
2
未

満
上

限
：
あ

り 上
記

以
外

除
外

し
て

い
な

い
（
指

針
通

り
）

除
外

し
て

い
る

ま
た

は
、

国
民

健
康

保
険

加
入

者

限
定

し
て

い
な

い

限
定

し
て

い
る

A B
C D E F

G

回
答

を
選

択
し

て
く
だ

さ
い

回
答

を
選

択
し

て
く
だ

さ
い

回
答

を
選

択
し

て
く
だ

さ
い

次
の

質
問

へ
次

の
質

問
へ

ス
タ

ー
ト

1
.
対

象
者

を
下

記
①

～
④

※
1
の

よ
う

に
限

定
し

て
い

ま
す

か
？

3
.
（
指

針
の

年
齢

に
沿

っ
た

住
民

の
う

ち
）
下

記
①

②
※

3
に

該
当

す
る

も
の

を
除

外
し

て
い

ま
す

か

2
.
対

象
者

の
年

齢
設

定
は

下
記

の
う

ち
ど

れ
に

該
当

し
ま

す
か

？

①
過

去
の

住
民

検
診

の
受

診
記

録
が

あ
る

者
の

み
、

あ
る

い
は

受
診

記
録

が
な

い
者

の
み

等

②
希

望
調

査
で

申
し

込
み

の
あ

っ
た

者
、

も
し

く
は

事
前

登
録

者
・
希

望
者

の
み

③
節

目
年

齢
や

働
き

盛
り

世
代

等

④
胃

が
ん

・
乳

が
ん

・
子

宮
頸

が
ん

検
診

で
は

、
年

齢
や

生
年

を
限

定
（
偶

数
年

齢
の

み
、

生
年

が
偶

数
年

の
み

等
）

①
職

域
検

診
等

の
受

診
機

会
が

あ
る

こ
と

が
明

ら
か

な
者

（
社

会
保

険
加

入
者

本
人

や
税

特
別

徴
収

者
、

調
査

等
に

よ
る

本
人

か
ら

の
申

告
）

②
要

介
護

認
定

者
の

受
診

困
難

者
や

、
病

気
療

養
中

の
者

※
1

下
記

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

者
を

限
定

し
対

象
者

と
し

て
い

る

※
3

下
記

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

者
を

除
外

し
対

象
者

と
し

て
い

る

※
2
 胃

部
エ

ッ
ク

ス
線

検
査

（
4
0
歳

も
し

く
は

5
0
歳

）
、

胃
内

視
鏡

検
査

（
5
0
歳

）
、

子
宮

頸
が

ん
検

診
（
2
0
歳

）
、

そ
の

他
は

4
0
歳
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検診機関名　　公益財団法人　愛媛県総合保健協会　　

受診者数 要精検者数 がん発見者数

胃がん検診 19 21,783 973 33
（疑い1含む）

【対象年度以外】
受診者数：88
要精検者数：3
がん発見者数：0

大腸がん検診 19 38,231 2,150 83
（疑い9含む）

【対象年度以外】
受診者数：134
要精検者数：3
がん発見者数：0

子宮頸がん検診 19 15,725 161 0
【対象年度以外】
受診者数：0

子宮体がん検診 0 0 0 0

D判定：183 D判定：4
（疑い3含む）

E判定：275 E判定：38
（疑い16含む）

D判定：45 D判定：1
（疑い1含む）

E判定：53 E判定：21
（疑い13含む）

乳がん検診
（マンモ・視触診併
用）

0 0 0 0

乳がん検診
（マンモ単独）

18 17,559 386 72
（疑い9含む）

【対象年度以外】
受診者数：0

前立腺がん検診 19 12,127 682
141

（疑い82含む）

【対象年度以外】
受診者数：130
要精検者数：1
がん発見者数：0

肺がん検診
（ＣＴ）

14 4,040
【対象年度以外】

受診者数：0

※対象年齢は40歳以上とする。ただし、子宮頸がん・子宮体がんは20歳以上、前立腺がんは50歳
以上とする。

肺がん検診
（Ｘ線）

19 34,342

【対象年度以外】
受診者数：201

要精検者数：D判定：0

　　　　　　E判定：1

がん発見者数：0

令和５年度市町がん検診の実施状況

実施
市町数

指針の対象年齢 備考
（対象年齢以外の受診者
数・要精検者数・がん発

見者数も記載）
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令
和

５
年

度
乳

が
ん

患
者

名
簿

（
愛

媛
県

総
合

保
健

協
会

）

[受
診

]団
体

名
称

性
別

[受
診

]

年
度

末

年
齢

マ
ン

モ

判
定

マ
ン

モ
所

見

マ
ン

モ

カ
テ

ゴ

リ
分

類

(右
)

マ
ン

モ

カ
テ

ゴ

リ
分

類

(左
)

精
検

検
査

方
法

乳
房

診
断

名
乳

房
診

断
名

コ
メ

ン
ト

臨
床

病
期

病
理

組
織

診
断

名

(確
定

)
治

療
方

法
手

術
方

法
リ

ン
パ

節
転

移

1
松

前
町

女
7
4

要
精

検
腫

瘤
1

4
マ

ン
モ

グ
ラ

フ
ィ

超
音

波
乳

が
ん

（
原

発
性

・
進

行
）

（
左

）
Ⅱ

A
期

そ
の

他
の

組
織

型

粘
液

が
ん

外
科

手
術

放

射
線

治
療

ホ
ル

モ
ン

療

法

乳
房

円
状

部

分
切

除
術

無
セ

ン
チ

ネ

ル
リ

ン
パ

節

（
0
/1

）

2
松

山
市

女
5
0

要
精

検
石

灰
化

1
3

マ
ン

モ
グ

ラ
フ

ィ
超

音
波

　
針

生
検

　
M

R
I　

P
E

T
乳

が
ん

（
原

発
性

・
進

行
）

（
左

）
Ⅲ

C
期

硬
性

型

外
科

手
術

放

射
線

治
療

化
学

療
法

胸
筋

温
存

乳

房
切

除
術

3
伊

方
町

女
5
2

要
精

検

腫
瘤

新
出

病

変
で

す

（
2
0
2
1
 1

0

以
降

）
。

4
1

針
生

検
マ

ン
モ

グ
ラ

フ
ィ

　
超

音
波

　
M

R
I　

P
E

T
-C

T
乳

が
ん

（
原

発
性

・
進

行
）

（
右

）
Ⅱ

A
期

充
実

型
外

科
手

術
化

学
療

法

全
乳

房
切

除

術
無

4
松

山
市

女
7
1

要
精

検
腫

瘤
1

5
細

胞
診

（
穿

刺
）

マ
ン

モ
グ

ラ

フ
ィ

　
超

音
波

乳
が

ん
（

原
発

性
・

進
行

）
（

左
）

Ⅱ
A

期
充

実
型

外
科

手
術

放

射
線

治
療

ホ
ル

モ
ン

療

法

乳
房

円
状

部

分
切

除
術

無

5
西

予
市

女
5
7

要
精

検
腫

瘤
1

4
細

胞
診

マ
ン

モ
グ

ラ
フ

ィ
　

超

音
波

乳
が

ん
（

原
発

性
・

進
行

）
（

左
）

Ⅱ
B

期
浸

潤
性

小
葉

癌

外
科

手
術

化

学
療

法
　

ホ

ル
モ

ン
療

法

胸
筋

温
存

乳

房
切

除
術

有
1
/1

0

6
新

居
浜

市
女

7
0

要
精

検
腫

瘤
1

4
針

生
検

マ
ン

モ
グ

ラ
フ

ィ
　

超

音
波

乳
が

ん
（

原
発

性
・

進
行

）
（

左
）

Ⅱ
A

期
浸

潤
性

小
葉

癌
化

学
療

法

7
伊

予
市

女
4
1

要
精

検
構

築
の

乱
れ

疑
い

1
3

針
生

検
マ

ン
モ

グ
ラ

フ
ィ

　
超

音
波

乳
が

ん
（

原
発

性
・

進
行

）
（

左
）

Ⅱ
B

期
腺

管
形

成
型

硬
性

型

外
科

手
術

ホ

ル
モ

ン
療

法

全
乳

房
切

除

術

有
（

1
/2

）

郭
精

な
し

8
西

条
市

女
7
1

要
精

検
腫

瘤
1

5
マ

ン
モ

グ
ラ

フ
ィ

超
音

波
乳

が
ん

（
原

発
性

・
進

行
）

（
左

）
　

Ⅱ
A

左
肺

癌
＋

L
N

m
e
ta

も
あ

り

Ⅱ
A

期
非

浸
潤

性
乳

管
癌

ホ
ル

モ
ン

療

法

9
宇

和
島

市
女

5
7

要
精

検
腫

瘤
1

5
針

生
検

マ
ン

モ
グ

ラ
フ

ィ
　

超

音
波

乳
が

ん
（

原
発

性
・

進
行

）
（

左
）

1
0

松
山

市
女

5
0

要
精

検
石

灰
化

5
1

マ
ン

モ
ト

ー
ム

生
検

マ
ン

モ
グ

ラ
フ

ィ
　

超
音

波
乳

が
ん

（
原

発
性

・
進

行
）

（
右

）
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1
1

松
山

市
女

6
2

要
精

検

腫
瘤

石
灰

化

4
年

間
不

変
。

4
1

マ
ン

モ
グ

ラ
フ

ィ
超

音
波

乳
が

ん
（

原
発

性
・

進
行

）
（

右
）

1
2

松
山

市
女

5
3

要
精

検
腫

瘤
4

1
マ

ン
モ

グ
ラ

フ
ィ

超
音

波
　

細

胞
診

（
穿

刺
）

乳
が

ん
（

原
発

性
・

進
行

）
（

右
）

1
3

東
温

市
女

7
2

要
精

検
腫

瘤
新

出
病

変
で

す
。

1
4

マ
ン

モ
グ

ラ
フ

ィ
超

音
波

M
R

I
乳

が
ん

（
原

発
性

・
早

期
）

Ⅰ
期

そ
の

他
の

組
織

型

粘
液

癌

外
科

手
術

放

射
線

治
療

ホ
ル

モ
ン

療

法

乳
房

円
状

部

分
切

除
術

無

1
4

松
山

市
女

7
6

要
精

検
非

対
称

1
3

マ
ン

モ
グ

ラ
フ

ィ
超

音
波

、

C
N

B
乳

が
ん

（
原

発
性

・
早

期
）

（
左

）
（

Ⅰ
期

）
Ⅰ

期
そ

の
他

の
組

織
型

篩
状

癌

外
科

手
術

ホ

ル
モ

ン
療

法

乳
房

円
状

部

分
切

除
術

無

1
5

西
予

市
女

5
5

要
精

検
非

対
称

新
出

病
変

で
す

。
3

1
針

生
検

マ
ン

モ
グ

ラ
フ

ィ
　

超

音
波

乳
が

ん
（

原
発

性
・

早
期

）
（

右
）

（
Ⅰ

期
）

Ⅰ
期

硬
性

型

外
科

手
術

放

射
線

治
療

化
学

療
法

ホ
ル

モ
ン

療

法

乳
房

円
状

部

分
切

除
術

無

1
6

松
山

市
女

7
2

要
精

検
腫

瘤
1

4
マ

ン
モ

グ
ラ

フ
ィ

超
音

波
　

針

生
検

乳
が

ん
（

原
発

性
・

早
期

）
（

左
）

（
Ⅰ

期
）

Ⅰ
期

硬
性

型

外
科

手
術

放

射
線

治
療

化
学

療
法

乳
房

円
状

部

分
切

除
術

無
郭

精
な

し

1
7

伊
方

町
女

6
0

要
精

検
非

対
称

1
3

針
生

検
マ

ン
モ

グ
ラ

フ
ィ

　
超

音
波

乳
が

ん
（

原
発

性
・

早
期

）
（

右
）

Ⅰ
期

硬
性

型

外
科

手
術

放

射
線

治
療

ホ
ル

モ
ン

療

法

乳
房

円
状

部

分
切

除
術

無

1
8

松
前

町
女

7
5

要
精

検
腫

瘤
1

3
針

生
検

マ
ン

モ
グ

ラ
フ

ィ
　

超

音
波

乳
が

ん
（

原
発

性
・

早
期

）
（

左
）

Ⅰ
期

硬
性

型
外

科
手

術
乳

房
円

状
部

分
切

除
術

無

1
9

四
国

中
央

市
女

6
5

要
精

検
非

対
称

3
1

マ
ン

モ
ト

ー
ム

生
検

マ
ン

モ
グ

ラ
フ

ィ
　

超
音

波
乳

が
ん

（
原

発
性

・
早

期
）

（
右

）
（

Ⅰ
期

）
Ⅰ

期
硬

性
型

外
科

手
術

ホ

ル
モ

ン
療

法

乳
房

円
状

部

分
切

除
術

無
郭

精
な

し

2
0

四
国

中
央

市
女

7
5

要
精

検
腫

瘤
5

1
マ

ン
モ

ト
ー

ム
生

検
マ

ン
モ

グ

ラ
フ

ィ
　

超
音

波
乳

が
ん

（
原

発
性

・
早

期
）

（
右

）
　

（
Ⅰ

期
）

Ⅰ
期

硬
性

型

外
科

手
術

放

射
線

治
療

化
学

療
法

2
1

新
居

浜
市

女
7
2

要
精

検
非

対
称

3
1

マ
ン

モ
グ

ラ
フ

ィ
超

音
波

乳
が

ん
（

原
発

性
・

早
期

）
（

右
）

（
Ⅰ

期
）

Ⅰ
期

硬
性

型
外

科
手

術
ホ

ル
モ

ン
療

法

全
乳

房
切

除

術
無

2
2

四
国

中
央

市
女

7
6

要
精

検
構

築
の

乱
れ

疑
い

1
3

マ
ン

モ
ト

ー
ム

生
検

マ
ン

モ
グ

ラ
フ

ィ
　

超
音

波
乳

が
ん

（
原

発
性

・
早

期
）

（
左

）
Ⅰ

期
充

実
型

外
科

手
術

全
乳

房
切

除

術
無

2
3

松
前

町
女

8
0

要
精

検
非

対
称

新
出

病
変

で
す

。
3

1
細

胞
診

（
穿

刺
）

マ
ン

モ
グ

ラ

フ
ィ

　
超

音
波

乳
が

ん
（

原
発

性
・

早
期

）
（

右
）

Ⅰ
期

充
実

型
外

科
手

術
乳

房
円

状
部

分
切

除
術

無
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2
4

松
山

市
女

7
2

要
精

検
石

灰
化

1
3

マ
ン

モ
グ

ラ
フ

ィ
超

音
波

　
針

生
検

乳
が

ん
（

原
発

性
・

早
期

）
（

左
）

Ⅰ
期

充
実

型
外

科
手

術
全

乳
房

切
除

術
無

2
5

西
予

市
女

4
7

要
精

検
構

築
の

乱
れ

疑
い

1
3

針
生

検
マ

ン
モ

グ
ラ

フ
ィ

　
超

音
波

乳
が

ん
（

原
発

性
・

早
期

）
（

Ⅰ
期

）
Ⅰ

期
浸

潤
性

小
葉

癌

外
科

手
術

放

射
線

治
療

ホ
ル

モ
ン

療

法

乳
房

扇
状

部

分
切

除
術

無

2
6

松
山

市
女

4
6

要
精

検
腫

瘤
5

1
マ

ン
モ

グ
ラ

フ
ィ

超
音

波
　

針

生
検

乳
が

ん
（

原
発

性
・

早
期

）
（

右
）

（
Ⅰ

期
）

Ⅰ
期

浸
潤

性
小

葉
癌

外
科

手
術

ホ

ル
モ

ン
療

法

全
乳

房
切

除

術
無

2
7

上
島

町
女

7
2

要
精

検
腫

瘤
新

出
病

変
で

す
。

1
4

針
生

検
乳

が
ん

（
原

発
性

・
早

期
）

（
左

）
（

Ⅰ
期

）
Ⅰ

期
腺

管
形

成
型

外
科

手
術

乳
房

円
状

部

分
切

除
術

無

2
8

西
予

市
女

7
2

要
精

検
非

対
称

3
1

針
生

検
マ

ン
モ

グ
ラ

フ
ィ

　
超

音
波

乳
が

ん
（

原
発

性
・

早
期

）
（

右
）

Ⅰ
期

腺
管

形
成

型
外

科
手

術
ホ

ル
モ

ン
療

法

全
乳

房
切

除

術
無

2
9

松
山

市
女

5
1

要
精

検
腫

瘤
5

1
細

胞
診

（
穿

刺
）

マ
ン

モ
グ

ラ

フ
ィ

　
超

音
波

乳
が

ん
（

原
発

性
・

早
期

）
Ⅰ

期
腺

管
形

成
型

外
科

手
術

乳
房

円
状

部

分
切

除
術

無

3
0

新
居

浜
市

女
7
1

要
精

検
石

灰
化

3
1

超
音

波
M

R
I（

1
/2

5
）

　
エ

レ

ベ
ー

シ
ョ

ン
生

検
（

1
/3

0
）

乳
が

ん
（

原
発

性
・

早
期

）
（

右
）

　
（

Ⅰ

期
）

Ⅰ
期

腺
管

形
成

型
外

科
手

術
ホ

ル
モ

ン
療

法

全
乳

房
切

除

術
無

3
1

上
島

町
女

8
2

要
精

検
石

灰
化

1
3

細
胞

診
（

分
泌

）
M

R
I　

超
音

波
乳

が
ん

（
原

発
性

・
早

期
）

（
左

）
（

0
期

）
←

U
S

上
０

期
非

浸
潤

性
乳

管
癌

外
科

手
術

全
乳

房
切

除

術
無

3
2

松
前

町
女

8
1

要
精

検
非

対
称

1
4

針
生

検
マ

ン
モ

グ
ラ

フ
ィ

　
超

音
波

乳
が

ん
（

原
発

性
・

早
期

）
（

左
）

（
0
期

）
０

期
非

浸
潤

性
乳

管
癌

外
科

手
術

放

射
線

治
療

乳
房

円
状

部

分
切

除
術

無
郭

精
な

し

セ
ン

チ
ネ

ル

リ
ン

パ
節

生

検
（

0
/1

）

3
3

愛
南

町
女

7
3

要
精

検
構

築
の

乱
れ

1
4

針
生

検
マ

ン
モ

グ
ラ

フ
ィ

　
超

音
波

乳
が

ん
（

原
発

性
・

早
期

）
（

Ⅰ
期

）

3
4

宇
和

島
市

女
6
9

要
精

検
腫

瘤
4

1
針

生
検

マ
ン

モ
グ

ラ
フ

ィ
　

超

音
波

乳
が

ん
（

原
発

性
・

早
期

）
（

右
）

（
Ⅰ

期
）

3
5

宇
和

島
市

女
5
9

要
精

検
腫

瘤
1

4
針

生
検

マ
ン

モ
グ

ラ
フ

ィ
　

超

音
波

乳
が

ん
（

原
発

性
・

早
期

）
（

左
）

（
Ⅰ

期
）

3
6

鬼
北

町
女

4
4

要
精

検
腫

瘤
1

5
針

生
検

マ
ン

モ
グ

ラ
フ

ィ
　

超

音
波

乳
が

ん
（

原
発

性
・

早
期

）
（

Ⅰ
期

）

3
7

伊
予

市
女

6
2

要
精

検
石

灰
化

5
1

細
胞

診
（

穿
刺

）
マ

ン
モ

グ
ラ

フ
ィ

　
超

音
波

　
V

A
B

施
行

→

異
型

乳
管

過
形

成
（

A
D

H
）

D
C

IS
と

す
る

ほ
ど

細
胞

の
増

殖
が

強
く

な
く

癌
の

確
定

に
は

至
ら

ず
の

結
果

乳
が

ん
（

原
発

性
・

早
期

）

（
右

）
（

0
期

）

M
M

G
：

右
M

O

C
a
t5

 c
a
le
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3
8

伊
方

町
女

6
4

要
精

検
石

灰
化

1
3

マ
ン

モ
ト

ー
ム

生
検

マ
ン

モ
グ

ラ
フ

ィ
　

超
音

波
乳

が
ん

（
原

発
性

・
早

期
）

（
左

）
　

Ⅰ
期

3
9

宇
和

島
市

女
6
6

要
精

検
腫

瘤
3

1
針

生
検

マ
ン

モ
グ

ラ
フ

ィ
　

超

音
波

乳
が

ん
（

原
発

性
・

早
期

）
（

Ⅰ
期

）

4
0

宇
和

島
市

女
7
6

要
精

検
非

対
称

新
出

病
変

で
す

。
4

1
針

生
検

マ
ン

モ
グ

ラ
フ

ィ
　

超

音
波

乳
が

ん
（

原
発

性
・

早
期

）
（

右
）

（
Ⅰ

期
）

4
1

東
温

市
女

7
5

要
精

検
石

灰
化

1
3

マ
ン

モ
ト

ー
ム

生
検

マ
ン

モ
グ

ラ
フ

ィ
　

超
音

波
　

造
影

M
R

I

P
E

T

乳
が

ん
（

原
発

性
・

早
期

）
（

左
）

（
0
期

）

4
2

宇
和

島
市

女
7
5

要
精

検

腫
瘤

（
2
0
1
7

1
0
）

に
出

現

し
、

以
降

徐
々

に
増

大

傾
向

あ
り

。

1
4

針
生

検
マ

ン
モ

グ
ラ

フ
ィ

　
超

音
波

乳
が

ん
（

原
発

性
・

早
期

）
（

左
）

　
（

Ⅰ

期
）

4
3

宇
和

島
市

女
7
8

要
精

検
構

築
の

乱
れ

1
4

針
生

検
マ

ン
モ

グ
ラ

フ
ィ

　
超

音
波

乳
が

ん
（

原
発

性
・

早
期

）
（

左
）

（
Ⅰ

期
）

4
4

宇
和

島
市

女
7
6

要
精

検
腫

瘤
5

1
針

生
検

マ
ン

モ
グ

ラ
フ

ィ
　

超

音
波

乳
が

ん
（

原
発

性
・

早
期

）
（

右
）

　
（

Ⅰ

期
）

4
5

西
予

市
女

4
0

要
精

検
石

灰
化

石
灰

化
2

3
マ

ン
モ

ト
ー

ム
生

検
マ

ン
モ

グ

ラ
フ

ィ
　

超
音

波
乳

が
ん

（
原

発
性

・
早

期
）

（
0
期

）

4
6

宇
和

島
市

女
6
5

要
精

検
腫

瘤
新

出
病

変
で

す
。

5
1

針
生

検
マ

ン
モ

グ
ラ

フ
ィ

　
超

音
波

乳
が

ん
（

原
発

性
・

早
期

）
（

右
）

　
（

Ⅰ

期
）

4
7

宇
和

島
市

女
5
8

要
精

検
腫

瘤
新

出
病

変
で

す
。

1
5

針
生

検
マ

ン
モ

グ
ラ

フ
ィ

　
超

音
波

乳
が

ん
（

原
発

性
・

早
期

）
（

左
）

　
（

Ⅰ

期
）

4
8

宇
和

島
市

女
7
4

要
精

検
腫

瘤
新

出
病

変
で

す
。

1
4

針
生

検
マ

ン
モ

グ
ラ

フ
ィ

　
超

音
波

乳
が

ん
（

原
発

性
・

早
期

）
（

左
）

　
（

Ⅰ

期
）

4
9

松
山

市
女

6
5

要
精

検
非

対
称

3
1

マ
ン

モ
グ

ラ
フ

ィ
超

音
波

　
細

胞
診

（
穿

刺
）

→
鑑

別
困

難
→

針
生

検
施

行

乳
が

ん
（

原
発

性
・

早
期

）
（

Ⅰ
期

）

5
0

松
山

市
女

5
4

要
精

検
腫

瘤
新

出
病

変
で

す
。

4
1

細
胞

診
（

穿
刺

）
マ

ン
モ

グ
ラ

フ
ィ

　
超

音
波

乳
が

ん
（

原
発

性
・

早
期

）

5
1

松
山

市
女

5
2

要
精

検
腫

瘤
4

1

細
胞

診
（

穿
刺

）
d

u
c
ta

l 
c
a
.

と
診

断
　

マ
ン

モ
グ

ラ
フ

ィ

超
音

波

乳
が

ん
（

原
発

性
・

早
期

）
（

Ⅰ
期

）
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5
2

四
国

中
央

市
女

4
3

要
精

検
石

灰
化

5
1

マ
ン

モ
ト

ー
ム

生
検

マ
ン

モ
グ

ラ
フ

ィ
　

超
音

波

乳
が

ん
（

原
発

性
進

行
）

乳

が
ん

（
原

発
性

・
早

期
）

（
右

）
Ⅱ

A
期

そ
の

他
の

組
織

型

浸
潤

性
乳

管
癌

外
科

手
術

化

学
療

法
　

ホ

ル
モ

ン
療

法

胸
筋

温
存

乳

房
切

除
術

有
1
/4

5
3

東
温

市
女

7
1

要
精

検
腫

瘤
5

1
針

生
検

マ
ン

モ
グ

ラ
フ

ィ
　

超

音
波

乳
が

ん
（

原
発

性
進

行
）

乳

が
ん

（
原

発
性

・
早

期
）

（
右

）
（

Ⅰ
期

）
Ⅱ

A
期

硬
性

型
外

科
手

術
乳

房
円

状
部

分
切

除
術

無

5
4

西
条

市
女

4
1

要
精

検
非

対
称

3
1

マ
ン

モ
グ

ラ
フ

ィ
超

音
波

乳
が

ん
（

原
発

性
進

行
）

乳

が
ん

（
原

発
性

・
早

期
）

（
右

）
（

0
）

Ⅲ
C

期
硬

性
型

外
科

手
術

化

学
療

法

全
乳

房
切

除

術

5
5

松
山

市
女

7
5

要
精

検
非

対
称

石
灰

化
2

4
マ

ン
モ

グ
ラ

フ
ィ

超
音

波
　

針

生
検

乳
が

ん
（

原
発

性
進

行
）

乳

が
ん

（
原

発
性

・
早

期
）

（
左

）
　

（
Ⅰ

期
）

Ⅱ
A

期
硬

性
型

外
科

手
術

ホ

ル
モ

ン
療

法

全
乳

房
切

除

術

無
セ

ン
チ

ネ

ル
リ

ン
パ

節

（
0
/4

）

5
6

今
治

市
女

5
5

要
精

検
構

築
の

乱
れ

疑
い

3
1

マ
ン

モ
グ

ラ
フ

ィ
超

音
波

乳
が

ん
（

原
発

性
進

行
）

乳

が
ん

の
疑

い
（

右
）

Ⅱ
B

期
腺

管
形

成
型

外
科

手
術

化

学
療

法
　

ホ

ル
モ

ン
療

法

全
乳

房
切

除

術
無

5
7

西
条

市
女

5
0

要
精

検
腫

瘤
1

4
針

生
検

細
胞

診
（

穿
刺

）
　

マ

ン
モ

グ
ラ

フ
ィ

　
超

音
波

乳
が

ん
（

原
発

性
早

期
）

乳

が
ん

（
原

発
性

・
進

行
）

（
左

）
Ⅰ

期
腺

管
形

成
型

外
科

手
術

ホ

ル
モ

ン
療

法

全
乳

房
切

除

術
無

5
8

西
条

市
女

7
3

要
精

検

腫
瘤

新
出

病

変
で

す
。

（
前

回
、

2
0
1
9

1
1
）

1
4

細
胞

診
（

穿
刺

）
マ

ン
モ

グ
ラ

フ
ィ

　
超

音
波

乳
が

ん
（

原
発

性
早

期
）

乳

が
ん

（
原

発
性

・
進

行
）

（
左

）
Ⅰ

期
腺

管
形

成
型

外
科

手
術

乳
房

円
状

部

分
切

除
術

無

5
9

伊
方

町
女

6
5

要
精

検
非

対
称

1
3

針
生

検
マ

ン
モ

グ
ラ

フ
ィ

　
超

音
波

乳
が

ん
（

原
発

性
早

期
）

乳

が
ん

（
不

明
）

（
左

）
Ⅰ

期
硬

性
型

外
科

手
術

ホ

ル
モ

ン
療

法

胸
筋

温
存

乳

房
切

除
術

無

6
0

四
国

中
央

市
女

7
6

要
精

検
腫

瘤
1

3
針

生
検

マ
ン

モ
グ

ラ
フ

ィ
　

超

音
波

乳
が

ん
（

原
発

性
早

期
）

乳

が
ん

（
不

明
）

（
左

）
Ⅰ

期
腺

管
形

成
型

外
科

手
術

放

射
線

治
療

ホ
ル

モ
ン

療

法

乳
房

円
状

部

分
切

除
術

無

6
1

松
山

市
女

6
7

要
精

検
非

対
称

3
1

マ
ン

モ
グ

ラ
フ

ィ
超

音
波

乳
が

ん
（

原
発

性
早

期
）

乳

が
ん

の
疑

い
（

右
）

Ⅰ
期

硬
性

型
外

科
手

術
乳

房
円

状
部

分
切

除
術

無

6
2

伊
方

町
女

6
3

要
精

検
腫

瘤
4

1
細

胞
診

（
穿

刺
）

超
音

波
乳

が
ん

（
原

発
性

早
期

）
乳

が
ん

の
疑

い
細

胞
診

：
c
la

s
s
Ⅲ

０
期

非
浸

潤
性

乳
管

癌
外

科
手

術
胸

筋
温

存
乳

房
切

除
術

無

6
3

西
条

市
女

7
3

要
精

検
石

灰
化

1
4

マ
ン

モ
グ

ラ
フ

ィ
超

音
波

乳
が

ん
（

原
発

性
早

期
）

乳

が
ん

の
疑

い
（

左
）

０
期

非
浸

潤
性

乳
管

癌
外

科
手

術
放

射
線

治
療

乳
房

円
状

部

分
切

除
術

不
明

6
4

伊
予

市
女

7
8

要
精

検
腫

瘤
1

5
マ

ン
モ

グ
ラ

フ
ィ

超
音

波
乳

が
ん

の
疑

い
（

左
）

6
5

宇
和

島
市

女
7
3

要
精

検
石

灰
化

3
1

細
胞

診
（

穿
刺

）
マ

ン
モ

グ
ラ

フ
ィ

　
超

音
波

乳
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集団検診
回答欄

○

○

○

○

○

○

★ ○

★ ○

★ ○

★ ○

★ ○

★ ○

★ ○

★ ○

乳がん検診精度管理調査（検診機関用）調査票

【回答者様へ】
ご回答の前に以下を必ずお読みください：

① 令和５年度に実施した（もしくは現在実施中の）検診についてお答えください。

② 回答は〇（実施）か×（未実施）でお答えください。

③ 貴施設で回答が分からない項目については、必ず関係機関（都道府県・市区町村・医師会・外注先検査機関等）
　　に確認してお答えください。
　　もし自治体や医師会等から予め回答を指定されている場合は、それに従って回答してください。
　　ただし、★が付いた項目には貴施設が回答してください（検診機関ごとに体制が異なるため）。

(8) 撮影を行う診療放射線技師、医師は、乳房エックス線撮影、読影及び精度管理に関する基本講習プログラムに準じた講習会注2

を修

　　 了し、その評価試験でAまたはBの評価を受けていますか※

　　 ※上記の評価試験で、CまたはD評価、講習会未受講の場合は至急改善すること。

(7) 乳房エックス線撮影における線量及び写真の画質について、日本乳がん検診精度管理中央機構(旧マンモグラフィ検診精度

　　 管理中央委員会）の行う施設画像評価を受け、AまたはBの評価を受けていますか※

　　 ※評価CまたはD、施設画像評価を受けていない場合は至急改善すること。

(6) 両側乳房について内外斜位方向撮影を行っていますか。また40歳以上50歳未満の受診者に対しては、内外斜位方向・頭尾
　　方向の2方向を撮影していましたか

(4) 乳房エックス線装置の種類を仕様書※に明記し、日本医学放射線学会の定める仕様基準注1を満たしていましたか
　　 ※仕様書とは委託元市区町村との契約時に提出する書類のことを指します（仕様書以外でも何らかの形で委託元市区町村に報告していればよい）。
　　　※※貴施設（もしくは医師会等）が仕様書に明記した仕様基準が学会の方針に準じており、
　　　　　　かつ、貴施設が仕様書内容を遵守している場合に○と回答してください。

(3) 質問（問診）では現在の症状、月経及び妊娠等に関する事項を必ず聴取し、かつ既往歴、家族歴、過去の検診の受診状況、マ
ンモ
　　グラフィの実施可否に係る事項等を聴取しましたか
　※質問は必ずしも対面による聴取で実施する必要はなく、受診者に自記式の質問用紙を記載させることをもって代えることができる

(2) 質問（問診）記録は少なくとも5年間は保存しているか

(1) 検診項目は、質問（医師が自ら行う場合は問診）及び乳房エックス線検査（マンモグラフィ）としましたか※

　　 ※視触診は推奨しないが、仮に実施する場合は、マンモグラフィと併せて実施してください。

解説：
　　① 下記の6項目を記載した資料を、受診者全員に個別に配布されたかをお答えください。
　　　　（ポスターや問診票など持ち帰れない資料や、口頭説明のみの説明は不適切です。）

　　② 受診時に貴施設で配布された場合、あるいは、貴施設以外（自治体等）が受診勧奨時に配布された場合※の
　　　　どちらでも○です。
　　　　※あらかじめ資料内容を確認し、下記の6項目が含まれている場合は○と回答してください。

１．受診者への説明　（検診の際、あるいはそれに先立って受診者全員に対して行う説明）

2. 問診及び撮影の精度管理

(6) 乳がんがわが国の女性におけるがん死亡の上位に位置することを説明しましたか

(5) 検診受診の継続（隔年）が重要であること、ブレスト・アウェアネス（乳房を意識する生活習慣）、症状がある場合は速やかに医
療機関を受診することの重要性について説明しましたか

(4) 検診の有効性（マンモグラフィ検診には死亡率減少効果があること）に加えて、がん検診で必ずがんを見つけられるわけでは
　　 ないこと（偽陰性）、がんがなくてもがん検診の結果が「陽性」となる場合もあること（偽陽性）など、がん検診の欠点について説明し
　　ま したか

(3) 精密検査結果は市区町村等へ報告すること、また他の医療機関に精密検査を依頼した場合は、検診機関がその結果を共

　　有することを説明しましたか※

　　 ※精密検査結果は、個人の同意がなくても、市区町村や検診機関に対して提供可能（個人情報保護法の例外事項として認められています）

(5)マンモグラフィに係る必要な機器及び設備を整備するとともに、機器の日常点検等の管理体制を整備していますか

(2) 精密検査の方法について説明しましたか
　　　（精密検査はマンモグラフィの追加撮影や超音波検査、穿刺吸引細胞診や針生検等により行うこと、及びこれらの検査の
　　　　概要など）

(1) 要精密検査となった場合には、必ず精密検査を受ける必要があることを明確に説明しましたか
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★ ○

★ ○

★ ○

★ ○

○

○

★ ○

★ ○

★ ○

★ ○

○

★ ○

★ ○

★ ○

ご署名欄

回答者氏名 大西　弘高

乳がん検診
責任医師名

最上　博

施設名 公益財団法人　愛媛県総合保健協会

住所 松山市味酒町1丁目10番地5

Tel 089-987-8205

メール seidokanri@eghca.or.jp

(4) 検診結果は少なくとも5年間は保存していますか

(3) 乳房エックス線画像は少なくとも5年間は保存していますか

(2) 二重読影の所見に応じて、過去に撮影した乳房エックス線写真と比較読影しましたか

(1) 読影は二重読影を行い、読影に従事する医師のうち少なくとも一人は乳房エックス線写真読影に関する適切な講習会注2を

　　 修了し、その評価試験でAまたはBの評価を受けていますか※

　　 ※上記の評価試験でCまたはD評価、講習会未受講の場合は至急改善すること。

　解説：二重読影と比較読影（1）～（4）について
　　① 外部（地域の読影委員会等）に読影を委託している場合は、委託先の状況を確認して回答してください。
　　② 自治体・医師会等が外注先施設を指定しており、自治体・医師会等が本調査の回答を指定している場合は、
　　　　それに従って回答してください。

3. 乳房エックス線読影の精度管理

(6) プロセス指標値やチェックリストの遵守状況に基づいて、自施設の精度管理状況を評価し、改善に向けた検討を行っています
　　 か。あるいは、都道府県の生活習慣病検診等管理指導協議会、市区町村、医師会等から指導・助言等があった場合は、
　　それを参考にして改善に努めましたか

(5) 自施設の検診結果について、要精検率、精検受診率、がん発見率、陽性反応適中度等のプロセス指標値を把握しまし

　　 たか※

　　 ※ ・本調査では令和４年度のプロセス指標値について回答してください。
          ・貴施設単独で算出できない指標値は、自治体等と連携して把握してください。また自治体等が集計した指標値を後から把握することも可です。

(4) 撮影や読影向上のための検討会や委員会（自施設以外の乳がん専門家※を交えた会）を設置しているか。もしくは、市区町
　　 村や医師会等が設置した検討会や委員会に参加しましたか
　　 ※当該検診機関に雇用されていない乳がん検診専門家を指します。

(3) 精密検査方法及び、精密検査（治療）結果※（内視鏡診断や生検結果、内視鏡治療または外科手術所見と病理組織検査
　　 結果など）について、市区町村や医師会から求められた項目の積極的な把握に努めましたか
　　 ※ 地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指します。

(2) がん検診の結果及びそれに関わる情報※について、市区町村や医師会等から求められた項目を全て報告しましたか
　　 ※地域保健・健康増進事業報告(注3)に必要な情報を指します。

(1) 受診者への結果の通知・説明、またはそのための市区町村への結果報告は、遅くとも検診受診後4週間以内※になされました
か
　　※市区町村を介して受診者に結果を通知する場合は、市区町村に遅くとも4週間以内に通知していれば〇です。

４．システムとしての精度管理
（地域保健・健康増進事業報告、およびプロセス指標値の解説は別紙解説資料をご参照ください）

(12)検診に従事する診療放射線技師が必要な教育・研修を受ける機会を確保していますか

注3　地域保健・健康増進事業報告：
      全国の保健所及び市区町村は、毎年1回国にがん検診の結果を報告します。
　　　この報告書では、受診者数、要精検者数、精検受診者数、発見者数等を性・年齢階級/受診歴別に報告することになっており、
　　　国や地域の保健施策上、大変重要な基礎資料となります。

注2 乳房エックス線撮影、読影及び精度管理に関する基本講習プログラムに準じた講習会
　　 基本講習プログラムに準じた講習会とは、日本乳がん検診精度管理中央機構(旧マンモグラフィ検診精度管理中央委員会）
　　 の教育・研修委員会の行う講習会等を指す
　　 なお、これまで実施された「マンモグラフィ検診の実施と精度向上に関する調査研究」班、「マンモグラフィによる乳がん検診
　　 の推進と精度向上に関する調査研究」班、及び日本放射線技術学会乳房撮影ガイドライン・精度管理普及班による講習会
　　 等を含む

注1 乳がん検診に用いるエックス線装置の仕様基準：マンモグラフィによる乳がん検診の手引き第７版、マンモグラフィガイドライン第４版参照

(11) 乳房エックス線写真撮影時や緊急時のマニュアルを整備していますか

(9)事前に乳房エックス線撮影を行う診療放射線技師に対して指示をする責任医師及び緊急時や必要時に対応する医師などを明
示した計画書を作成し、市区町村に提出していますか

(10) 緊急時や必要時に医師に連絡できる体制を整備していますか
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検診機関名 愛媛県厚生農業協同組合連合会

受診者数 要精検者数 がん発見者数

胃がん検診 19 13,182 718 9
受診者数       ：118
要精検者数   ：    3
がん発見者数：    0

大腸がん検診 19 25,591 1,386 23
受診者数       ：174
要精検者数   ：  77
がん発見者数：    0

子宮頸がん検診 18 9,372 100 1
受診者数       ：    0
要精検者数   ：    0
がん発見者数：    0

子宮体がん検診

D判定：  63 D判定：  0

E判定：681 E判定：18

D判定：  66 D判定：  0

E判定：  66 E判定：15

乳がん検診
（マンモ・視触診併
用）

乳がん検診
（マンモ単独）

18 12,711 384 33
受診者数    　：      0
要精検者数   ：      0
がん発見者数：      0

前立腺がん検診 19 8,473 577 63
受診者数    　：  130
要精検者数   ：      0
がん発見者数：      0

※がん発見数は、がんおよびがん疑いの数

肺がん検診
（Ｘ線）

19 21,719
受診者数    　：181
要精検者数   ：    0
がん発見者数：    0

令和５年度市町がん検診の実施状況

実施
市町数

指針の対象年齢 備考
（対象年齢以外の受診者
数・要精検者数・がん発

見者数も記載）

肺がん検診
（ＣＴ）

16 3,910
受診者数    　：     0
要精検者数   ：     0
がん発見者数：     0

※対象年齢は40歳以上とする。ただし、子宮頸がん・子宮体がんは20歳以上、前立腺がんは50歳以上とする。
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大きさ

（mm×mm）

1 50 4 進行 ⅡA 16*11 右A 浸潤癌（硬性型）

2 69 5 早期 ⅠA 20*14 右C 浸潤性小葉癌

3 79 5 進行 ⅡA 8*8 右C 浸潤癌（硬性型）

4 50 3 追跡中

5 71 3 追跡中

6 55 3 追跡中

7 76 3 進行 ⅡA 12*10 左C 浸潤癌（充実型）

8 69 5 進行 ⅢA 22.5*6.8 右C 浸潤癌（硬性型）

9 86 3 早期 0 左AC 非浸潤性乳管癌

10 76 3 進行 ⅡA 15*9 左A 浸潤癌（充実型）

11 52 3 早期 ⅠA 9 左D 浸潤癌（硬性型）

12 45 3 追跡中

13 75 4 早期 ⅠA 20*15 左A 浸潤癌（硬性型）

14 72 3 早期 ⅠA 10*7 左A 浸潤癌（腺管形成型）

15 70 5 早期 ⅠA 3.2*2.3 左D 浸潤癌（硬性型）

16 70 3 進行 ⅡA 12*12 左C 浸潤癌（腺管形成型）

17 74 3 早期 ⅠA 17*8ＤＣＩＳ含めると85*75 右CＤ アポクリン癌

18 76 4 進行 ⅡB 41*27 左AC 浸潤癌（硬性型）

19 75 5 早期 ⅠA 7*5 左C 浸潤癌（硬性型）

20 66 3 早期 ⅠA  35*16浸潤径0.6*0.6 左D 浸潤癌（硬性型）

21 71 3 早期 0 25*12 左B 非浸潤性乳管癌

22 62 3 早期 ⅠA 4*3 右C 浸潤癌（硬性型）

23 60 4 早期 0 32*20 左D 非浸潤性乳管癌

24 65 5 早期 ⅠA 8.4*4.3 右A 浸潤癌（硬性型）

25 75 3 追跡中

26 75 3 早期 ⅠA 7*5 右C 浸潤癌（硬性型）

27 62 3 早期 0 35*30  右D左C 非浸潤性乳管癌 両側乳がん

28 49 3 進行 ⅡA 9*8 右C 浸潤癌（硬性型）

29 78 3 早期 ⅠA 22*20 右C 浸潤癌（充実型）

30 51 4 早期 ⅠA 12*10 右E 浸潤癌（硬性型）

令和5年度　がん患者名簿（乳がんおよび乳がん疑い）

No
発見時
年齢

検診時
カテゴリー

早期・進行 Stage 病巣部位 組織型 備考

令和6年8月現在
愛媛県厚生農業協同組合連合会
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大きさ

（mm×mm）

令和5年度　がん患者名簿（乳がんおよび乳がん疑い）

No
発見時
年齢

検診時
カテゴリー

早期・進行 Stage 病巣部位 組織型 備考

31 61 4 早期 ⅠA 13*10 左C 浸潤癌（硬性型）

32 74 4 早期 ⅠA 9*7 右D 浸潤癌（充実型）

33 66 5 早期 0 左C 非浸潤性乳管癌

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

令和6年8月現在
愛媛県厚生農業協同組合連合会
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集団検診
回答欄

〇

〇

〇

〇

〇

〇

★ 〇

★ 〇

★ 〇

★ 〇

★ 〇

★ 〇

★ 〇

★ 〇

乳がん検診精度管理調査（検診機関用）調査票

【回答者様へ】
ご回答の前に以下を必ずお読みください：

① 令和５年度に実施した（もしくは現在実施中の）検診についてお答えください。

② 回答は〇（実施）か×（未実施）でお答えください。

③ 貴施設で回答が分からない項目については、必ず関係機関（都道府県・市区町村・医師会・外注先検査機関等）
　　に確認してお答えください。
　　もし自治体や医師会等から予め回答を指定されている場合は、それに従って回答してください。
　　ただし、★が付いた項目には貴施設が回答してください（検診機関ごとに体制が異なるため）。

(8) 撮影を行う診療放射線技師、医師は、乳房エックス線撮影、読影及び精度管理に関する基本講習プログラムに準じた講習会注2

を修

　　 了し、その評価試験でAまたはBの評価を受けていますか※

　　 ※上記の評価試験で、CまたはD評価、講習会未受講の場合は至急改善すること。

(7) 乳房エックス線撮影における線量及び写真の画質について、日本乳がん検診精度管理中央機構(旧マンモグラフィ検診精度

　　 管理中央委員会）の行う施設画像評価を受け、AまたはBの評価を受けていますか※

　　 ※評価CまたはD、施設画像評価を受けていない場合は至急改善すること。

(6) 両側乳房について内外斜位方向撮影を行っていますか。また40歳以上50歳未満の受診者に対しては、内外斜位方向・頭尾
　　方向の2方向を撮影していましたか

(4) 乳房エックス線装置の種類を仕様書※に明記し、日本医学放射線学会の定める仕様基準注1を満たしていましたか
　　 ※仕様書とは委託元市区町村との契約時に提出する書類のことを指します（仕様書以外でも何らかの形で委託元市区町村に報告していればよい）。
　　　※※貴施設（もしくは医師会等）が仕様書に明記した仕様基準が学会の方針に準じており、
　　　　　　かつ、貴施設が仕様書内容を遵守している場合に○と回答してください。

(3) 質問（問診）では現在の症状、月経及び妊娠等に関する事項を必ず聴取し、かつ既往歴、家族歴、過去の検診の受診状況、マ
ンモ
　　グラフィの実施可否に係る事項等を聴取しましたか
　※質問は必ずしも対面による聴取で実施する必要はなく、受診者に自記式の質問用紙を記載させることをもって代えることができる

(2) 質問（問診）記録は少なくとも5年間は保存しているか

(1) 検診項目は、質問（医師が自ら行う場合は問診）及び乳房エックス線検査（マンモグラフィ）としましたか※

　　 ※視触診は推奨しないが、仮に実施する場合は、マンモグラフィと併せて実施してください。

解説：
　　① 下記の6項目を記載した資料を、受診者全員に個別に配布されたかをお答えください。
　　　　（ポスターや問診票など持ち帰れない資料や、口頭説明のみの説明は不適切です。）

　　② 受診時に貴施設で配布された場合、あるいは、貴施設以外（自治体等）が受診勧奨時に配布された場合※の
　　　　どちらでも○です。
　　　　※あらかじめ資料内容を確認し、下記の6項目が含まれている場合は○と回答してください。

１．受診者への説明　（検診の際、あるいはそれに先立って受診者全員に対して行う説明）

2. 問診及び撮影の精度管理

(6) 乳がんがわが国の女性におけるがん死亡の上位に位置することを説明しましたか

(5) 検診受診の継続（隔年）が重要であること、ブレスト・アウェアネス（乳房を意識する生活習慣）、症状がある場合は速やかに医
療機関を受診することの重要性について説明しましたか

(4) 検診の有効性（マンモグラフィ検診には死亡率減少効果があること）に加えて、がん検診で必ずがんを見つけられるわけでは
　　 ないこと（偽陰性）、がんがなくてもがん検診の結果が「陽性」となる場合もあること（偽陽性）など、がん検診の欠点について説明し
　　ま したか

(3) 精密検査結果は市区町村等へ報告すること、また他の医療機関に精密検査を依頼した場合は、検診機関がその結果を共

　　有することを説明しましたか※

　　 ※精密検査結果は、個人の同意がなくても、市区町村や検診機関に対して提供可能（個人情報保護法の例外事項として認められています）

(5)マンモグラフィに係る必要な機器及び設備を整備するとともに、機器の日常点検等の管理体制を整備していますか

(2) 精密検査の方法について説明しましたか
　　　（精密検査はマンモグラフィの追加撮影や超音波検査、穿刺吸引細胞診や針生検等により行うこと、及びこれらの検査の
　　　　概要など）

(1) 要精密検査となった場合には、必ず精密検査を受ける必要があることを明確に説明しましたか
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★ 〇

★ 〇

★ 〇

★ 〇

〇

〇

★ 〇

★ 〇

★ 〇

★ 〇

〇

★ 〇

★ 〇

★ 〇

ご署名欄

回答者氏名 城戸　智子

乳がん検診
責任医師名

田中　伸司

施設名 愛媛県厚生連健診センター

住所 松山市鷹子町533-1

Tel 089-970-2070

メール kido_t@kousei-ehime.or.jp

(4) 検診結果は少なくとも5年間は保存していますか

(3) 乳房エックス線画像は少なくとも5年間は保存していますか

(2) 二重読影の所見に応じて、過去に撮影した乳房エックス線写真と比較読影しましたか

(1) 読影は二重読影を行い、読影に従事する医師のうち少なくとも一人は乳房エックス線写真読影に関する適切な講習会注2を

　　 修了し、その評価試験でAまたはBの評価を受けていますか※

　　 ※上記の評価試験でCまたはD評価、講習会未受講の場合は至急改善すること。

　解説：二重読影と比較読影（1）～（4）について
　　① 外部（地域の読影委員会等）に読影を委託している場合は、委託先の状況を確認して回答してください。
　　② 自治体・医師会等が外注先施設を指定しており、自治体・医師会等が本調査の回答を指定している場合は、
　　　　それに従って回答してください。

3. 乳房エックス線読影の精度管理

(6) プロセス指標値やチェックリストの遵守状況に基づいて、自施設の精度管理状況を評価し、改善に向けた検討を行っています
　　 か。あるいは、都道府県の生活習慣病検診等管理指導協議会、市区町村、医師会等から指導・助言等があった場合は、
　　それを参考にして改善に努めましたか

(5) 自施設の検診結果について、要精検率、精検受診率、がん発見率、陽性反応適中度等のプロセス指標値を把握しまし

　　 たか※

　　 ※ ・本調査では令和４年度のプロセス指標値 について回答してください。
          ・貴施設単独で算出できない指標値は、自治体等と連携して把握してください。また自治体等が集計した指標値を後から把握することも可です。

(4) 撮影や読影向上のための検討会や委員会（自施設以外の乳がん専門家※を交えた会）を設置しているか。もしくは、市区町
　　 村や医師会等が設置した検討会や委員会に参加しましたか
　　 ※当該検診機関に雇用されていない乳がん検診専門家を指します。

(3) 精密検査方法及び、精密検査（治療）結果※（内視鏡診断や生検結果、内視鏡治療または外科手術所見と病理組織検査
　　 結果など）について、市区町村や医師会から求められた項目の積極的な把握に努めましたか
　　 ※ 地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指します。

(2) がん検診の結果及びそれに関わる情報※について、市区町村や医師会等から求められた項目を全て報告しましたか
　　 ※地域保健・健康増進事業報告(注3)に必要な情報を指します。

(1) 受診者への結果の通知・説明、またはそのための市区町村への結果報告は、遅くとも検診受診後4週間以内※になされました
か
　　※市区町村を介して受診者に結果を通知する場合は、市区町村に遅くとも4週間以内に通知していれば〇です。

４．システムとしての精度管理
（地域保健・健康増進事業報告、およびプロセス指標値の解説は別紙解説資料をご参照ください）

(12)検診に従事する診療放射線技師が必要な教育・研修を受ける機会を確保していますか

注3　地域保健・健康増進事業報告：
      全国の保健所及び市区町村は、毎年1回国にがん検診の結果を報告します。
　　　この報告書では、受診者数、要精検者数、精検受診者数、発見者数等を性・年齢階級/受診歴別に報告することになっており、
　　　国や地域の保健施策上、大変重要な基礎資料となります。

注2 乳房エックス線撮影、読影及び精度管理に関する基本講習プログラムに準じた講習会
　　 基本講習プログラムに準じた講習会とは、日本乳がん検診精度管理中央機構(旧マンモグラフィ検診精度管理中央委員会）
　　 の教育・研修委員会の行う講習会等を指す
　　 なお、これまで実施された「マンモグラフィ検診の実施と精度向上に関する調査研究」班、「マンモグラフィによる乳がん検診
　　 の推進と精度向上に関する調査研究」班、及び日本放射線技術学会乳房撮影ガイドライン・精度管理普及班による講習会
　　 等を含む

注1 乳がん検診に用いるエックス線装置の仕様基準：マンモグラフィによる乳がん検診の手引き第７版、マンモグラフィガイドライン第４版参照

(11) 乳房エックス線写真撮影時や緊急時のマニュアルを整備していますか

(9)事前に乳房エックス線撮影を行う診療放射線技師に対して指示をする責任医師及び緊急時や必要時に対応する医師などを明
示した計画書を作成し、市区町村に提出していますか

(10) 緊急時や必要時に医師に連絡できる体制を整備していますか
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Ⅳ 乳がん検診実施要領 （Ｒ６年１０月改正）    

 

１ 事業計画の策定と実施 

(1) 市町は、検診実施に当たり、次に掲げる事務を処理する。 

① 検診機関と検診事業を円滑に行うため必要な事項について委託契約を

締結する。 

なお、医療機関への委託に当たっては、実施体制、精度管理の状況、

健康診査業務の効率化等を考慮し適当と認められる方法により行う。 

② 検診機関と緊密な連絡を取り、日程表を作成する等、他の検診事業と

の連携を保ち、効果的な検診を行う。 

  (2) 集団検診を行う検診機関は、次に掲げる事務を処理する。 

   ① 検診日程の調整及び変更に関すること。 

   ② 検診結果及び業務実績等を、関係市町に適切な方法で報告すること。 

 

２ 検診対象者の把握と管理 

乳がん検診は、当該市町の区域内に居住地を有する40歳以上の女性を対象

とする。なお、受診を特に推奨する者を40歳以上69歳以下の者とする。対象

者のうち、受診を特に推奨する者に該当しない者であっても、受診の機会を

提供するよう留意すること。ただし、医療保険各法の保険者及び事業者が行

う検診を受ける機会がない者とする。検診による不利益（偽陰性者の治療の

遅延、偽陽性者への不必要な検査、検診に伴う合併症）を考慮し、対象年齢

の拡大は原則行わない。 

市町は、検診対象者の把握に努め、名簿を作成するなどして、検診実施計

画を作成する際の基礎資料とする。 

 

３ 検診の種類 

検診の種類は、次の２種類とする。 

(1) 集団検診 

(2) 医療機関検診 

 

４ 受診者に対する事前措置 

市町は、受診者に対し、あらかじめ検診計画及び受診上の注意事項等を周

知徹底する。 

 

５ 検診の実施 

(1) 検診項目 

質問（医師が立ち会っており、かつ医師が自ら対面により行う場合にお

いて、①の「なお」以下を除き、「質問」とあるのは「問診」と読み替え

る。）及び乳房エックス線検査(マンモグラフィ)を２年に１回実施する。 
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視診及び触診（以下「視触診」という。）は推奨しないが、仮に実施す

る場合は、乳房エックス線検査と併せて実施すること。 

なお、前年度に受診しなかった者に対しては、積極的に受診勧奨を行う。

受診機会は毎年度設けることとし、受診率については以下の算定式により

算定する。 

 

受診率＝（（前年度の受診者数）＋（当該年度の受診者数）－ 

     （前年度及び当該年度における２年連続受診者数）） 

／（当該年度の対象者数*）×100          

*対象者数は年１回行うがん検診の場合と同様の考え方で算定する。 

 

① 質問 

 乳がん検診受診票（問診票）（様式第１号）により年齢、月経に関す

る事項及び妊娠の可能性の有無等を必ず聴取し、かつ、既往歴、家族歴、

乳房の状態、乳房エックス線検査委の実施可否に係る事項必要な事項を

聴取（項目によっては、あらかじめ本人に記入させてもよい。）する。

なお、質問は必ずしも対面による聴取で実施する必要はなく、受診者に

自記式の質問用紙を記載させることをもって代えることができる。 

② 乳房エックス線検査 

ア 実施機関の基準 

 実施機関は、当該検査を実施するに適格な撮影装置（原則として日

本医学放射線学会の定める仕様基準を満たしているものとし、少なく

とも適切な線量及び画質基準を満たす必要があること。）を備える。 

なお、日本乳がん検診精度管理中央委員会（日本乳癌検診学会、日

本乳癌学会、日本医学放射線学会、日本産科婦人科学会、日本放射線

技術学会、日本医学物理学会、日本乳腺甲状腺超音波医学会、日本超

音波医学会、及び日本超音波検査学会により構成される委員会をいう。

以下同じ。）が開催する乳房エックス線検査に関する講習会、又はこ

れに準ずる講習会を修了した診療放射線技師が乳房撮影を行うことが

望ましい。 

イ 乳房エックス線写真の撮影 

(ｱ) 前項に規定する撮影装置を用いて、両側乳房について、内外斜

位方向撮影を行う。内外斜位方向撮影を補完する方法として、頭尾方

向撮影を追加することは差し支えない。 

(ｲ) 40歳以上50歳未満の対象者については、内外斜位方向撮影とと

もに、頭尾方向撮影も併せて行う。 

ウ 乳房エックス線写真の読影 

読影室の照度やモニタ、シャウカステンの輝度に十分配慮する等読

影環境を整えた上で、十分な経験を有する医師（日本乳がん検診精度

管理中央委員会が開催する読影講習会又はこれに準ずる講習会を終了
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していることが望ましい。以下同じ。）による読影を行うことを原則

とする。また、視触診と同時併用で読影を行うことができない場合に

おいても、２名以上の医師（そのうち一人は、十分な経験を有するこ

と。）が同時に又はそれぞれ独立して読影する。過去に撮影した乳房

エックス線写真を比較読影することが望ましい。 

   読影の結果の判定は、乳房の左右の別ごとに行う。 

③ 視診 

 対座位で、乳房の対称性、大きさ及び形、乳房表面の皮膚の発赤、浮

腫、陥凹、膨隆、潰瘍及び静脈怒張の有無、乳頭の牽引（ひきつれ）及

び異常分泌の有無並びに腋窩の異常の有無について観察する。 

④ 触診 

 触診時の体位は仰臥位又は対座位とし、平手触診及び指触診により、

乳房、次いで腋窩リンパ節及び鎖骨上リンパ節並びに乳頭について行う。 

 触診を仰臥位で行う場合は、原則として被検者の検側肩下に薄い枕か

小座布団をいれて、乳房が平になった状態で行う。大きい乳房や下垂乳

房の時は、必ずこの体位が必要であるが、中小乳房では枕をいれなくて

もよい。乳房の内側を触診するときは上肢は挙上位、外側の場合は上肢

下垂位で行うのが原則である。 

ア 乳房の触診 

 腫瘤、結節及び硬結の有無並びに数、大きさ、形、位置、硬度、表

面の性状、境界、可動性、固定、圧痛、えくぼ症状（ディンプリン

グ）等について行う。 

イ リンパ節の触診 

 腋窩リンパ節及び鎖骨上窩リンパ節の腫張の有無並びに数、大きさ、

硬度、表面の性状、固定、圧痛等について行う。 

ウ  乳頭の触診 

 乳頭からの異常な分泌物の有無及び性状等について行う。 

 

  (2) 指導区分等 

指導区分は、「要精検」及び「精検不要」とし、それぞれ次の内容の指

導を行う。 

   ① 「要精検」と区分された者 

     医療機関において精密検査を受診するよう指導する。 

   ② 「精検不要」と区分された者 

次回の検診の受診を勧めるとともに、日常の健康管理として乳房を意

識する生活習慣（以下「ブレスト・アウェアネス」という。）に関する

指導を行う。 

  (3) 結果の通知 

検診の結果については、問診、乳房エックス線検査の結果及び視触診の

結果を総合的に判断して、精密検査の必要性の有無を決定し、乳がん検診
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結果通知書（様式第３号）により受診者に速やかに通知する。 

  (4) 要精検者に対する指導 

市町は、要精検者については、直ちに本人に通知するとともに、保健師

による訪問等を行い、過度な不安を与えることのないよう配慮しながら、

乳がん検診受診票（問診票）（様式第１号）の写し及びマンモグラフィ読

影判定書（様式第２号）並びに精密検査依頼書兼結果報告書（様式第４－

１号）に返信用封筒を添えて、指定した医療機関等、適切な医療機関を速

やかに受診するよう指導する。 

  （5）がん検診の利益・不利益説明 

    がん検診の対象者自身が、がん検診の利益・不利益を考慮した上で受診

   を検討することが望ましい。そのため、検診の実施に当たっては、対象者

   に対してがん検診の利益・不利益の説明を行うこと。ただし、不利益の説

   明をするときは、指針に定めるがん検診の受診率低下を招かないよう、伝

   え方に留意する必要がある。 

   ＜がん検診の利益・不利益について＞ 

   （利益の例） 

   ・健診受診後のがんの早期発見・早期治療による死亡率減少効果があるこ

    と 

   ・早期に発見できるために侵襲の軽度な治療で済むこと 

   ・がん検診で「異常なし」と判定された場合に安心感を得られること等 

   （不利益の例） 

   ・偽陰性、偽陽性（また、その判定結果を受けて不安を生じることや、結

    果として不必要な精密検査を受ける場合があること。）、過剰診断、偶発

    症等がんがあるにもかかわらず、検診でがんの疑いがあると判定されな

    いこと 

   ・がんがないにもかかわらず、がんがあるかもしれないと診断されること 

・がん検診で発見されるがんの中には、本来そのがんが進展して死亡に至

 るという経路を取らない、生命予後に関係のないものが発見される場合

 があること 

（参考）「かかりつけ医のためのがん検診ハンドブック～受診率向上をめ

    ざして～」（平成21年度厚生労働省がん検診受診向上指導事業・

    平成22年3月） 

 

６ 事後管理 

 (1) 結果等の把握 

  医療機関と連携の下、受診の結果等について把握する。特に、検診実施    

 機関とは異なる施設で精密検査を実施する場合、検診実施機関は、精密検 

査実施施設と連絡をとり、精密検査の結果の把握に努めること。また、市 

町は、その結果を報告するように求めること。 

   なお、個人情報の取扱いについては、「医療・介護事業者における個人     
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  情報の適切な取扱いのためのガイダンス」（平成 29 年４月 14 日付け個情   

  第 534 号・医政発 0414 第６号・薬生発 0414 第１号・老発 0414 第１号個   

  人情報保護委員会事務局長、厚生労働省医政局長、厚生労働省医薬・生活  

  衛生局長、厚生労働省老健局長通知）を参照すること。 

  (2) 記録等の整備保存 

 検診実施機関は、画像、受診票及び検診結果を、少なくとも５年間保存

しなければならない。 

市町は、健康管理台帳を整備し、住所、氏名、年齢、検診受診歴及びそ

の結果、精検の必要性の有無とその受診状況及びその結果等住民の健康管

理に必要と思われる事項を記録保存する。 

また、がんと診断された者については、個人票（様式第４－２号）を作

成し、医療機関における確定診断の結果及び治療状況等についての記録を

整備するとともに、これを愛媛県生活習慣病予防協議会乳がん部会の求め

に応じて報告する。 

(3) 指導及び追跡調査 

市町は、健常者についても事後の健康管理及び適当な間隔での受診など

の指導に努める。 

また、要精検者についての指導及び追跡を積極的に行い、特に、がんの

発見された者については、がん患者台帳（様式第５号）を作成し、その後

の治療歴、生存状況、死亡原因等についても長期にわたって追跡調査する。 

  (4) 結果の報告 

市町は、当該年度の検診結果を次のとおり愛媛県生活習慣病予防協議会

乳がん部会に報告（提出先：所轄保健所）する。 

① 検診受診者数及び受診率を乳がん検診受診結果集計表（様式第６号

の１）により翌年度の５月31日までに報告する。 

② 精密検査結果を乳がん検診精密検査結果集計表（様式第６号の２）

により翌々年度の５月31日までに報告する。 

 

７ 事業評価 

 乳がん検診の実施に当たっては、適切な方法及び精度管理の下で実施する

ことが不可欠であることから、市町は、チェックリスト（市町村用）を参考

とするなどして、検診の実施状況を把握する。その上で、保健所、地域医師

会及び検診機関等関係者と十分協議を行い、地域における実施体制の整備に

努めるとともに、乳がん部会における検討結果を踏まえ、その指導又は助言

に基づき、検診実施機関の選定及び実施方法等の改善を行う。 

 また、県は、乳がん部会において、地域がん登録及び全国がん登録を活用

するとともに、チェックリスト（県用）を参考とするなどして、がんの罹患

動向、検診の実施方法及び精度管理の在り方等について専門的な見地から検

討を行い、市町に対する技術的支援及び検診実施機関に対する指導を行う。 
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【チェックリストについて】 

がん検診における事業評価については、令和５年６月に厚生労働省「がん

検診のあり方に関する検討会」がとりまとめた報告書「がん検診事業のあり

方について」（以下「報告書」という。）で示された基本的な考え方を基に、

「技術・体制的指標」である「事業評価のためのチェックリスト」及び「仕

様書に明記すべき最低限の精度管理項目」等により実施状況を把握するとと

もに、がん検診受診率、要精検率、精検受診率、陽性反応適中度、がん発見

率等の「プロセス指標」に基づく評価を行うこととする。 

なお、報告書の「事業評価のためのチェックリスト」については、国立が

ん研究センターが示す「事業評価のためのチェックリスト」に置き換える。 

   報告書の見直しが行われた場合は、新たな内容に基づき事業評価を行うこ 

  ととする。 

 

８ 検診実施機関 

(1) 検診実施機関は、適切な方法及び精度管理の下で乳がん検診が円滑に実施さ

れるよう、チェックリスト（検診実施機関用）を参考とするなどして、乳房

エックス線検査等の精度管理に努める。 

(2) 検診実施機関は、乳がんに関する正確な知識及び技術を有するものでなけれ

ばならない。 

(3) 検診実施機関は、精密検査実施施設と連絡をとり、精密検査の結果の把握に

努めなければならない。 

(4) 検診実施機関は、画像及び検診結果を少なくとも５年間保存しなければな

らない。 

(5) 検診実施機関は、乳がん部会における検討結果を踏まえ、その指導又は助

言に従い、実施方法等の改善に努める。 

 (6)健診実施機関は、病院又は診療所以外の場所で医師の立会いなく、乳房エ 

  ックス線検査を実施する場合、以下の点を遵守する。 

ア 検診の実施に関し、事前に乳房エックス線写真撮影を行う診療放射線技 

 師に対して指示をする責任医師及び緊急時や必要時に対応する医師などを 

 明示した計画書を作成し、市町に提出する。なお、市町が自ら検診を 

 実施する場合には、計画書を自ら作成し、保存する。 

  イ 緊急時や必要時に医師に連絡できる体制を整備する。 

  ウ 乳房エックス線写真撮影時や緊急時のマニュアルを整備する。 

  エ 乳房エックス線検査に係る必要な機器及び設備を整備するとともに、機 

   器の日常点検等の管理体制を整備する。 

  オ 検診に従事する診療放射線技師が必要な教育・研修を受ける機会を確保 

   する。 

 

９ その他 

乳がんは、日常の健康管理としてのブレスト・アウェアネスによって、し
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こり(腫瘤)に触れるなどの自覚症状を認めることにより発見される場合があ

る。このため、検診の場で受診者に対し、乳がん検診を定期的に受診するこ

との重要性だけでなく、乳がんのブレスト・アウェアネスの方法、気になる

症状がある場合の速やかな医療機関の受診、またその際の乳房疾患を専門と

する医療機関の選択等について啓発普及を図るよう努める。 

なお、30歳代女性については、乳がん検診の対象となっていないが、乳が

ん罹患率が上昇傾向にあることを踏まえ、自己触診の重要性や異常がある場

合の専門機関への早期受診等の指導を行うこと。 

 

10 がん検診における管理者の取扱いについて 

  なお、本指針における取扱いと併せて、医療法（昭和23年法律第205号） 

 第10条の規定により、がん検診の実施場所である病院又は診療所には、管理者

 として常勤の医師を置く必要があることに留意されたい。ただし、へき地や医

 師少数区域等の診療所又は専門的な医療ニーズに対応する役割を担う診療所に

 おいて、常勤の医師を確保することが困難である場合や管理者となる医師の育

 児・介護等の家庭の事情により一定期間弾力的な勤務形態を認める必要性が高

 い場合等においては、例外的に常勤でなくとも管理者として認められる。この

 場合、常時連絡を取れる体制を確保する等、管理者の責務を確実に果たすこと

 ができるようにすることが必要である（「診療所の管理者の常勤について（通

 知）」（令和元年９月19日付け医政総発0919第３号、医政地発0919第１号）参 

 照）。 
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関
す
る
指
導
を
行

う
。

 

 ６
 
事
後
管
理

 

 
(
1
)
 
結
果
等
の
把
握

 

 
 
医
療
機
関
と
連
携
の
下
、
受
診
の
結
果
等
に
つ
い
て
把
握
す
る
。
特
に
、
検
診
実
施

 
 

 
 

 
機
関
と
は
異
な
る
施
設
で
精
密
検
査
を
実
施
す
る
場
合
、
検
診
実
施
機
関
は
、
精
密
実

 

 
施
機
関
は
、
精
密
検
査
実
施
施
設
と
連
絡
を
と
り
、
精
密
検
査
の
結
果
の
把
握
に
努
め

 

 
る
こ
と
。
ま
た
、
市
町
村
は
、
そ
の
結
果
を
報
告
す
る
よ
う
に
求
め
る
こ
と
。

 

 ８
 
検
診
実
施
機
関

 

 
 
（
略
）

 

 
(
6
)
健
診
実
施
機
関
は
、
病
院
又
は
診
療
所
以
外
の
場
所
で
医
師
の
立
会
い
な
く
、
乳
房
エ

 

 
 
ッ
ク
ス
線
検
査
を
実
施
す
る
場
合
、
以
下
の
点
を
遵
守
す
る
。

 

ア
 
検
診
の
実
施
に
関
し
、
事
前
に
乳
房
エ
ッ
ク
ス
線
写
真
撮
影
を
行
う
診
療
放
射
線
技

 

 
師
に
対
し
て
指
示
を
す
る
責
任
医
師
及
び
緊
急
時
や
必
要
時
に
対
応
す
る
医
師
な
ど
を

 

 
明
示
し
た
計
画
書
を
作
成
し
、
市
町
村
に
提
出
す
る
。
な
お
、
市
町
村
が
自
ら
検
診
を

 

 
実
施
す
る
場
合
に
は
、
計
画
書
を
自
ら
作
成
し
、
保
存
す
る
。

 

 

新
旧
対
照
表
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（様式第４－１号）（診療情報提供書） 

            精密検査依頼書兼結果報告書 

 

                               年  月  日 

 

    主 治 医            様 

 

                           市町機関名       

 

課       係 

                                                  電話 

 

    この方は、乳がん検診の結果、要精検と判定されました。 

    つきましては、結果報告書の該当項目に記入のうえ、御返送賜りますよう 

お願いいたします。 

 

住 所          氏名 

  

集  検         

年 月 日             年  月  日 
生年 

月日 

明 大 昭 

  年  月  日 

年 

齢   歳 

診 断 法         

１．Ｘ線  ２．超音波  ３．細胞診   

４．サーモグラフィー 

５．生検  ６．その他（             ） 

診 断 名         

１．異常なし    
 

２．原発性乳がん 

 ２－１  早期がん（ 浸潤    非浸潤 ） 

 ２－２  進行がん    
 
３．その他の乳がん（原発部位    ） 

 
４．乳がんの疑い ５．その他の疾患（       ） 

治療方針 

 
１．治療不要  ２．経過観察（  月毎）   
 
３．薬物療法  ４．手術（平成  年  月  日） 

備考： 

 

 

 

 

          年  月  日 

 

      医療機関名 

 

      担 当 医           
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愛媛県精密検査実施医療機関等届出実施要領 

 

１ 目的  

  健康増進法に基づく健康増進事業として市町が実施するがん検診及び肝炎ウイルス検

診の精密検査の精度向上を図るため、精密検査実施医療機関又は医師を届出により公表

することとし、必要な事項を定める。 

 

２ 実施方法等 

（１）胃がん検診、大腸がん検診、肺がん検診、乳がん検診及び子宮頸がん検診につい

ては精密検査実施医療機関を、肝炎ウイルス検診については精密検査実施医師を届

出により公表する。 

 （２）医療機関及び医師が届出をする場合は、各検診精密検査実施医療機関及び医師届

出書（以下「届出書」という。（様式第１～５号））を愛媛県生活習慣病予防協議会

（以下「協議会」という。）各部会長宛に毎年１月 31 日までに提出する。ただし、

届出書及びえひめ電子申請システム（手のひら県庁）を使用するときは、当該シス

テムへの記録をもって届出書の提出に代えることができる。 

 （３）協議会は、提出された届出書をとりまとめ、協議会各部会（以下「部会」という。）

において届出医療機関及び医師を、別記届出基準に基づき精査し名簿を作成する。 

 

３ 届出医療機関及び医師名簿の作成等 

 （１）協議会は、上記により作成した届出医療機関及び医師の名簿を、保健所、市町及

び検診団体に送付するほか、県ホームページに掲載することにより公表する。 

 （２）名簿については、医療機関名、診療科名、郵便番号、住所、電話番号、ＦＡＸ番

号を記載する。ただし、肝炎ウイルス検診精密検査実施医師については、医師名、

日本肝臓学会専門医及び日本消化器病学会専門医の資格も併せて記載する。 

 （３）届出医療機関は、届出内容に変更が生じた場合は、適宜、事務局へ届出（様式は 

   届出様式に準ずる。）るものとする。 

 

４ 届出の更新 

  届出の更新は、原則として年１回実施することとし、更新手続きは、届出手続きに準

じて行うものとする。 

 

５ 届出に係る事務 

  精密検査実施医療機関及び医師の届出に関する事務は、愛媛県保健福祉部健康衛生局

健康増進課において行う。 

 

６ その他 
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  この要領に定めるもののほか、各検診精密検査実施医療機関及び医師の届出に関して

必要な事項は、協議会で定める。 

 

附 則 

  この要領は、平成 15年２月７日から適用する。 

附 則 

  この要領は、平成 15年４月１日から適用する。 

附 則 

  この要領は、平成 16年 11月８日から適用する。 

附 則 

  この要領は、平成 18年８月 31日から適用する。 

附 則 

  この要領は、平成 19年８月 30日から適用する。 

附 則 

  この要領は、平成 23年１月 31日から適用する。 

附 則 

  この要領は、平成 26年 11月 11日から適用する。 

附 則 

  この要領は、平成 27年 12月 21日から適用する。 

附 則 

  この要領は、平成 29年 12月 13日から適用する。 

附 則 

  この要領は、平成 30年 12月 17日から適用する。 

附 則 

  この要領は、令和３年 12月１日から適用する。 

附 則 

  この要領は、令和５年 12月７日から適用する。 
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(別記) 

 

１ 胃がん検診精密検査医療機関届出基準 

  （１）精密検査として、上部消化管内視鏡検査あるいはＸ線透視検査が実施できること。 

 （２）精密検査の結果は、精密検査結果報告書の所定記載事項に結果を記入し、市町又

は検診受託機関へ速やかに返送するなど市町の行う胃がん検診の精度管理の向上に

協力すること。また、精密検査の結果については、必要に応じて愛媛県生活習慣病

予防協議会消化器がん部会に報告されることについて了承すること。 

 （３）発見された胃がんに関して、部会等が実施する事後調査等に積極的に協力すると

ともにがん登録を適切に行うこと。 

 （４）担当医が、愛媛県生活習慣病予防対策講習会(胃がん予防対策講習会)を受講する

こと。 

 （５）各種の関連学会等への参加を通じて、常に胃がん検診に関する学術情報や知見を

得るよう努めていること。 

 

２ 大腸がん検診精密検査医療機関届出基準 

 （１）精密検査として、全大腸が観察できること。精密検査の第一選択は全大腸内視鏡

検査とする。精密検査を全大腸内視鏡検査で行うことが困難な場合においては、Ｓ

状結腸内視鏡検査及び注腸エックス線検査（二重造影法）の併用による精密検査を

実施する。ただし、その実施に当たっては、十分な精度管理の下で、注腸エックス

線検査の専門家により実施すること。 

 （２）精密検査の結果は、精密検査結果報告書の所定記載事項に結果を記入し、市町又

は検診受託機関へ速やかに返送するなど市町の行う大腸がん検診の精度管理の向上

に協力すること。また、精密検査の結果については、必要に応じて愛媛県生活習慣

病予防協議会消化器がん部会に報告されることについて了承すること。 

（３）発見された大腸がんに関して、部会等が実施する事後調査等に積極的に協力する

とともにがん登録を適切に行うこと。 

 （４）担当医が、愛媛県生活習慣病予防対策講習会(大腸がん予防対策講習会)を受講す

ること。 

 （５）各種の関連学会等への参加を通じて、常に大腸がん検診に関する学術情報や知見

を得るよう努めていること。 

 

３ 肺がん検診精密検査医療機関届出基準 

 （１）①または②のいずれかに該当すること。 

① 精密検査として、気管支鏡検査及び高分解能ＣＴ検査が実施できること。 

② （一社）日本呼吸器学会専門医あるいは呼吸器外科専門医合同委員会認定専門医

がいること。 
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 （２）精密検査の結果は、精密検査結果報告書の所定記載事項に結果を記入し、市町又

は検診受託機関へ速やかに返送するなど市町の行う肺がん検診の精度管理の向上に

協力すること。また、精密検査の結果については、必要に応じて愛媛県生活習慣病

予防協議会肺がん部会に報告されることについて了承すること。 

（３）発見された肺がんに関して、部会等が実施する事後調査等に積極的に協力すると

ともにがん登録を適切に行うこと。 

 （４）担当医が、愛媛県生活習慣病予防対策講習会(肺がん予防対策講習会)を受講する

こと。 

 （５）各種の関連学会等への参加を通じて、常に肺がん検診に関する学術情報や知見を

得るよう努めていること。 

 

４ 乳がん検診精密検査医療機関届出基準 

 （１）精密検査として、要精検者に対して下記の検査および診断が行われる施設とする。 

    ①問診／視触診 

    ②マンモグラフィ 

    ③乳房超音波検査 

    ④画像誘導下生検 

   ただし、④については、細胞診・組織診ができる施設との連携ができる場合も条件

を満たすものとする。 

 （２）精密検査の結果は、精密検査結果報告書の所定記載事項に結果を記入し、市町又

は検診受託機関へ速やかに返送するなど市町の乳がん検診の精度管理の向上に協力

すること。また、精密検査の結果については、必要に応じて愛媛県生活習慣病予防

協議会乳がん部会に報告されることについて了承すること。 

（３）発見された乳がんに関して、部会等が実施する事後調査等に積極的に協力すると

ともにがん登録を適切に行うこと。 

 （４）担当医が、愛媛県生活習慣病予防対策講習会(乳がん予防対策講習会)を受講する

こと。 

 （５）各種の関連学会等への参加を通じて、常に乳がん検診に関する学術情報や知見を

得るよう努めていること。 

 

５ 子宮頸がん検診精密検査医療機関届出基準 

（１）日本産科婦人科学会の専門医が１名以上勤務していること。（常勤・非常勤は問わ

ない。） 

（２）コルポスコープが設置され、コルポスコープに習得した医師が行うこと。 

（３）細胞診及び精密検査としてコルポスコープによる狙い組織診が実施可能であるこ

と。 

（４）精密検査の結果は、精密検査結果報告書の所定記載事項に結果を記入し、市町又
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は検診受託機関へ速やかに返送するなど市町の行う子宮頸がん検診の精度管理の向

上に協力すること。また、精密検査の結果については、必要に応じて愛媛県生活習

慣病予防協議会子宮がん部会に報告されることについて了承すること。 

（５）発見された子宮頸がんに関して、部会等が実施する事後調査等に積極的に協力す

るとともにがん登録を適切に行うこと。 

（６）担当医が、愛媛県生活習慣病予防対策講習会(子宮がん予防対策講習会)を受講す

ること。 

（７）各種の関連学会等への参加を通じて、常に子宮がん検診に関する学術情報や知見

を得るよう努めていること。 

 

６ 肝炎ウイルス検診精密検査実施医師届出基準 

 （１）(一社)日本肝臓学会専門医あるいは(一財)日本消化器病学会専門医であること。 

 （２）精密検査の結果は、精密検査結果報告書の所定記載事項に結果を記入し、市町（検

診受託機関）へ速やかに返送するなど市町の行う肝炎ウイルス検診の精度管理の向

上に協力すること。また、精密検査の結果については、必要に応じて愛媛県生活習

慣病予防協議会肝がん部会に報告されることについて了承すること。 

（３）発見された肝がんに関して、部会等が実施する事後調査等に積極的に協力すると

ともにがん登録を適切に行うこと。 

 （４）愛媛県生活習慣病予防対策講習会(肝がん予防対策講習会)を受講すること。 

 （５）各種の関連学会等への参加を通じて、常に肝がん検診に関する学術情報や知見を

得るよう努めていること。 
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